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水、緑、そして人が輝く歴史のまち水、緑、そして人が輝く歴史のまち

　素晴らしい秋晴れの中、10月９日（日）に町
民体育大会が開催されました。得点種目「二
人三脚 “結ばれた二人”」で、息の合った走り
を見せてくれた力田地区のご夫婦。同地区の
皆さんは手作りのうちわや太鼓を使い、熱い声
援を送っていました。わずか35世帯の地区で
すが３位に入賞。見事なチームワークを見せて
くれました。

笑顔でゴール！笑顔でゴール！
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町税
20億4,762万円
26.5%（▲14.8％）

民生費
19億8,428万9千円
26.7％（6.1％）

総務費
11億5,465万1千円
15.6％（▲18.7％）

土木費
10億9,225万4千円
14.7％（▲10.6％）

公債費
8億9,330万8千円
12.0％（1.8％）

教育費
6億3,552万4千円
8.6％（▲5.9％）

農林業費
5億6,070万8千円
7.6％（32.1％）

衛生費
5億2,500万円
7.1％（▲4.1％）

消防費　3億3,540万6千円
4.5％（7.3％）

商工費　1億3,022万3千円
1.8％（▲43.9％）

議会費　9,766万9千円　1.3％（3.3％）

労働費　1,004万9千円
0.1％（▲0.5％）
諸支出金　88万6千円
0.0％（32.2％）

災害復旧費　88万3千円
0.0％（▲85.8％）

地方交付税
19億4,814万円
25.2%（▲4.7％）

国庫支出金
9億3,809万2千円
12.2％（▲10.6％）

▲

町債
6億9,669万2千円
9.0％（▲3.2％）

県支出金
4億73万7千円
5.2％（8.1％）

地方譲与税ほか
4億6,502万1千円
6.0％（40.7％）

繰入金
3億3,548万2千円
4.4%（266.9％）

使用料・手数料
分担金・負担金
3億829万6千円
4.0%（▲4.0％）諸収入

2億9,651万3千円　3.9%（2.2％）

繰越金
1億3,138万円4千円　1.7%（▲39.4％）

財産収入・寄附金
1億4,922万8千円　1.9%（70.9％）

一般会計　77億1,720万5千円 一般会計　74億2,085万円 一般会計　74億2,085万円
（　）内は前年度比増減率 （　）内は前年度比増減率 （　）内は前年度比増減率

義務的経費
30億2,161万8千円
39.3％（▲1.1％）

投資的経費
12億5,051万9千円
16.2％（▲6.0％）

その他の行政経費
34億2,182万8千円
44.5％（8.6％）

人件費
11億4,274万3千円
15.4％（0.2％）

▲

普通建設事業費
10億7,851万8千円
14.5％（▲13.3％）災害復旧費

78万8千円
0.0％（▲87.2％）

繰出金
10億7,050万9千円
14.4％（15.1％）

補助費等
9億7,041万4千円
13.1％（6.0％）

物件費
8億1,250万2千円
11.0％（4.2％）

▲

積立金
3億1,556万3千円
4.3％（▲57.7％）

投資・出資金・貸付金
3,000万円0.4％（0.0％）

維持補修費
1,953万円
0.3％（▲6.6％）

特 集
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自主財源
32億6,852万3千円
42.4%（▲4.2％）

▲

依存財源
44億4,868万2千円
57.6%（▲1.4％）

義務的経費
31億2,302万6千円
42.0％（3.4％）

投資的経費
10億7,930万6千円
14.5％（13.7％）

その他の行政経費
32億1,851万8千円
43.5％（▲5.9％）

扶助費
10億8,697万4千円
14.6％（8.3％）

公債費
8億9,330万9千円
12.0％（1.8％）

【財政事情の公表】
　地方自治法第243条の３第１項並びに町財政事情の
公表に関する条例の規定に基づき、本町の財政事情を
公表します。

　平成27年度の町の決算が、９月定例議会で審議、
認定されました。ここでは、町の財政がどのよう
な状況にあり、皆さんの税金や国県の補助金など
がどのように使われたのかお知らせします。

　平成27年度一般会計の決算総額は歳入が77億1,720
万5千円、歳出が74億2,085万円で、前年度に比べて
歳入が２億814万４千円（２.6％）、歳出が２億7,311
万5千円（３.5％）ともに減少しました。
　また、歳入歳出差引額２億9,635万5千円から翌年
度へ繰り越すべき財源１億967万円を控除した実質収
支は、１億8,668万5千円の黒字となりました。

町民 1 人当たりの町税負担額

12万6,420円（▲２万2,639円）
（　）内は前年度比増減額

町　民　税 55,492円 （▲21,889円）

固定資産税 59,630円 （▲675円）

町たばこ税 8,103円 （▲199円）

軽自動車税 2,498円 （89円）

入　湯　税 697円 （35円）

町民 1 人当たりの行政経費

45万8,162円（▲１万8,806円）
（　）内は前年度比増減額

民　生　費 122,510円 （6,534円）

総　務　費 71,288円 （▲16,793円）

土　木　費 67,436円 （▲8,292円）

公　債　費 55,153円 （768円）

教　育　費 39,237円 （▲2,645円）

農 林 業 費 34,618円 （8,314円）

衛　生　費 32,413円 （▲1,518円）

消　防　費 20,708円 （1,338円）

商工費ほか 14,799円 （▲6,512円）

平成27年度決算の状況

歳　入

歳入の状況
　自主財源の特徴としては、町税が、法人町民税の大
幅な減少などにより３億5，684万9千円（14．8％）の減。
繰入金が、財政調整基金繰入金の大幅な増加などによ
り２億4，403万３千円（266．9％）の増。繰越金が、繰
越事業費等充当財源繰越金の減少により8，559万６千
円（39．4％）の減となっています。
　一方、依存財源の特徴としては、地方消費税交付金
が、１年分すべてに引き上げ後の税率が反映されたこ
とにより１億3，030万９千円（66．0％）の増。国庫支
出金が、主に道路整備に係る防衛施設周辺民生安定施
設整備事業補助金や社会資本整備総合交付金の減少な
どにより１億1，158万5千円（10．6％）の減。地方交
付税が、普通交付税の減少などにより9，518万６千円
（4．7％）の減。また、町債は、合併特例債の借入が増
加しているものの、普通交付税の振替措置である臨時
財政対策債や防衛施設周辺道路整備事業（町道苔野・
田手村線）に充てるための緊急防災・減災事業債の借
入が減少したことにより2，306万２千円（3．2％）の減

＊�「地方譲与税ほか」には、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得
割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、交
通安全対策特別交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金を含みます。
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＊�性質別決算額は、決算統計による分析数値のため、一般会計決算額とは
異なることがあります

歳　出／目的別 歳　出／性質別

となっています。
　なお、自主財源総額は32億6，852万３千円（構成比
42．4％）、依存財源総額は44億4，868万２千円（構成比
57．6％）で、歳入に占める自主財源の割合は、前年度
に比べ0．6ポイント低下しています。

目的別歳出の状況
　目的別歳出で増減額が大きかったものとしては、
総務費が、財政調整基金積立金の減少などにより
２億6，617万４千円（18．7％）の減。農林業費が、強
い農業づくり交付金や多面的機能支払交付金の増加な
どにより１億3，639万４千円（32．1％）の増。土木費
が、防衛施設周辺道路整備事業や社会資本整備総合
交付金道路整備事業の減少などにより１億2，932万円
（10．6％）の減。民生費が、特定教育・保育施設施設
型給付費負担金や国民健康保険基盤安定繰出金の増加
などにより１億1，347万5千円（6．1％）の増。商工費
が、東脊振温浴施設（山茶花の湯）２期工事の完了な
どにより１億194万円（43．9％）の減となっています。

性質別歳出の状況（決算統計より）
　性質別歳出で増減額が大きかったものは、義務的経
費では、扶助費が、平成27年度から本格施行となっ
た「子ども・子育て支援新制度」による特定教育・保
育施設施設型給付費負担金、保育実施委託料のほか、
障害児通所支援事業費や子どもの医療費助成金の増加
などにより8，321万８千円（8．3％）の増。ちなみに
公債費は、定期償還元金の増加により1，602万１千円
（1．8％）の増となっています。
　また、投資的経費では、普通建設事業費が、道路整
備に係る補助事業の減少などにより１億6，586万６千
円（13．3％）の減。その他の行政経費では、積
立金が、財政調整基金積立金の減少などにより
４億3，001万5千円（57．7％）の減。繰出金が、
下水道特別会計繰出金や国民健康保険特別会計基
盤安定繰出金、介護保険繰出金の増加などにより
１億4，057万３千円（15．1％）の増となっています。
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特別会計 歳　入 歳　出 差　引
国民健康保険特別会計 19億6,231万４千円 18億8,602万３千円 7,629万１千円

下水道特別会計 15億4,077万5千円 15億2,269万７千円 1,807万８千円

簡易水道特別会計 215万９千円 213万８千円 ２万１千円

後期高齢者医療特別会計 １億6,196万円 １億6,159万5千円 36万5千円

基金の名称 平成26年度末残高 平成27年度末残高
財政調整基金 19億9,789万２千円 19億3,411万８千円
減債基金 10億3,115万１千円 10億5,055万６千円
公用及び
公共用施設建設基金 ７億1,554万３千円 ７億2,279万７千円

ふるさとづくり基金 1,564万６千円 1,564万６千円
地域振興基金 2,059万円 2,059万円
地域福祉基金 ２億8,343万８千円 ２億8,343万８千円
ふるさと水と土保全基金 1,835万６千円 1,854万２千円
水源地域振興基金 22億7,405万円 23億488万円
吉野ヶ里町振興基金 ３億576万９千円 ３億886万９千円
東脊振温浴施設
維持整備基金 ２億579万９千円 ２億3,844万７千円

土地開発基金 ３億1,389万７千円 ３億1,478万４千円
高額療養費資金貸付基金 400万円 400万円
ふるさと応援寄附金基金 269万１千円 2,198万1千円
合併振興基金 5億547万９千円 5億1,060万5千円
子どもの医療費の
助成基金 2,631万２千円 1,672万２千円

家庭教育支援員設置基金 588万８千円 291万１千円
学力向上支援教員
設置基金 1,050万４千円 710万４千円

情報通信技術利活用
教育推進事業基金 1,221万２千円 352万１千円

小　計 77億4,921万７千円 77億7,951万１千円
診療報酬支払準備基金

（国保会計） 2億19万１千円 １億7,705万１千円

合　計 79億4,940万８千円 79億5,656万２千円

会計 町債区分 平成26年度末残高 平成27年度末残高

一
般
会
計

総務費 194万円 0千円
衛生費 6,302万８千円 5,509万１千円
農林費 ２億6,619万４千円 ２億4,332万４千円
土木費 ８億5,451万９千円 ６億8,565万３千円
公営住宅費 18億7,723万８千円 17億3,155万１千円
教育費 5億3,713万８千円 ４億9,714万９千円
消防費 8,550万円 １億220万円
災害復旧費 819万１千円 694万７千円
減税補てん債 １億3,391万７千円 １億1,558万８千円
臨時税収補てん債 2,061万１千円 1,308万９千円
臨時財政対策債 37億3,943万5千円 38億2,906万４千円
合併特例債 23億4,574万１千円 25億8,688万８千円

小　計 99億3,345万２千円 98億6,654万４千円
特
別
会
計

公共下水道事業 38億4,806万円 37億8,823万３千円
農業集落排水事業 11億9,329万３千円 10億7,272万９千円

小　計 50億4,135万３千円 48億6,096万２千円
合　計 149億7,480万5千円 147億2,750万６千円

●基金の状況

●町債の状況

特別会計の決算状況

中央公園に設置された大型複合遊具

　　 「人にやさしいよしのがり」のために
高齢者・小児用肺炎球菌ワクチン接種� 831万円
ヒブ予防ワクチン接種� 474万円
妊婦等風しん予防接種� 36万円
妊婦一般健診� 1,413万円
昼・夜のニコニコペース健康づくり教室� 1,526万円
出生祝金� 602万円
家庭教育支援事業� 380万円
放課後こども教室事業� 182万円
不妊治療費助成� 143万円
未熟児養育医療費給付� 77万円
子どもの医療費助成事業（中学生通院・入院まで）� 4,917万円
放課後児童クラブ建設設計（三田川校区、東脊振校区）� 555万円
中央公園大型複合遊具設置� 3,602万円

３台の消防自動車を更新（写真は南部第３分団第 1 部車両）

　　 「快適で安全なよしのがり」のために
災害対策拠点整備（三田川・東脊振庁舎耐震改修）� 5,274万円
消防車両更新� 2,176万円
ジェットシューター（背負い式消火水嚢）購入� 50万円
消防団消防車庫・詰所建設� 897万円
防災行政無線子局移設� 116万円
災害時避難者支援システム購入� 184万円
小中学生自転車ヘルメット購入補助（全児童生徒対象）� 99万円
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平成27年度に

行った主な事業

タブレットを使った授業の様子（三田川小学校）

　　 「人と歴史・文化が輝くよしのがり」のために
三田川小学校校舎改修� 3,502万円
三田川中学校校舎改修� 204万円
三田川中学校グラウンド整備� 3,859万円
東脊振中学校体育館改修工事設計� 423万円
東脊振中学校校舎改修� 1,004万円
小中学校タブレットパソコン等 ICT教育関連備品購入費� 1,176万円
不登校児童生徒支援事業� 28万円

町道苔野・田手村線（三田川小学校前）

　　 「定住と交流を育むよしのがり」のために
移住促進住宅取得補助金� 450万円
定住促進下水道整備補助金� 352万円
防衛施設周辺道路整備事業（町道苔野・田手村線）� 1 億 3,747万円
社会資本整備総合交付金道路整備事業（町道大塚ヶ里・横田線ほか）
� 2 億 11万円
道路新設改良単独事業（町道大曲・上石動線ほか）� 1 億 8,713万円
水源地域振興道路整備事業（町道永山・坂本峠線）� 3,774万円
巡回バス運行補助金� 1,750万円

地区の “ わ ” 活動（上石動地区夏祭り）

　　 「共につくる自立したよしのがり」のために
地区の “わ ” 委員会応援事業� 478万円
コミュニティ助成補助金� 210万円

整備された農業用水路

　　 「活力とにぎわいあふれるよしのがり」のために
観光施設等魅力発信事業� 299万円
さざんか千坊館・温浴施設・コミュニティーホールWiFi 設置� 111万円
消費喚起・生活支援プレミアム商品券発行事業補助金� 2,603万円
軽トラ朝市補助金� 200万円
脊振千坊聖茶まつり実行委員会補助金� 181万円
夏ふれあいまつり実行委員会補助金� 466万円
吉野ヶ里ふるさと炎まつり実行委員会助成金� 701万円
農業基盤整備促進事業� １億 997万円
強い農業づくり交付金� 2,213万円
共同乾燥施設補助金� 1,122万円
茶園基盤整備事業（水源地域振興基金事業）� 1,448万円
ふれあい交流施設整備事業（水源地域振興基金事業）� 197万円
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予算現額計　82億5,655万5千円　　執行率　43.2％
収入済額計　35億6,980万8千円

町税

地方消費税交付金

地方交付税

使用料及び手数料

国庫支出金

県支出金

繰入金

諸収入

町債

その他

予算現額
収入済額
執行率（単位：％）

総務費

民生費

衛生費

農林業費

商工費

土木費

消防費

教育費

公債費

その他

60.7

52.4

64.7

46.7

17.4

15.9

0.0

35.2

0.0

61.8

16.6

35.3

49.9

9.1

50.5

11.4

54.0

37.0

50.0

50.8

18億6,249万円
3億906万3千円

6億3,914万7千円
5,842万8千円
1億963万1千円
5,533万6千円

6億7,714万1千円
7,708万9千円

3億2,862万5千円
1億7,729万9千円

6億5,047万5千円
2億4,058万2千円

9億3,441万9千円
4億6,682万円

1億1,787万6千円
5,989万9千円

5億3,557万2千円
2億6,699万5千円

予算現額計　82億5,655万5千円　　執行率31.0％
支出済額計　25億5,837万6千円

＊歳出の予算現額及び支出済額には、予備費流用・充用額を含みます。

0.0

予算現額
支出済額
執行率（単位：％）0.0

20億6,913万6千円
12億5,622万8千円

3億970万9千円
1億6,231万8千円

21億9,473万9千円
14億1,905万8千円

2億141万6千円
9,397万6千円

9億6,665万4千円
1億6,822万4千円

5億167万7千円
7,951万9千円

1億9,669万6千円
0千円

3億332万7千円
1億671万3千円

10億5,427万3千円
0千円

4億5,892万8千円
2億8,377万2千円

24億117万9千円
8億4,683万5千円

歳入 歳出

歳入 歳出

①実質赤字比率
　町税や地方交付税など、使途の制限がない財源の標
準的な大きさ（標準財政規模）に占める一般会計の実
質収支（歳入歳出差引額から翌年度繰越財源を控除し
た額）赤字額の割合を示します。赤字が解消できない
と翌年度に繰り越され、歳入確保又は歳出削減できな
ければ、さらに繰り越されて赤字が累積することにな
ります。
　吉野ヶ里町では平成27年度、一般会計の実質収支は
黒字であるため、実質赤字比率は「算定なし（－）」
となっています。

②連結実質赤字比率
　一般会計が黒字でも、その他の会計に赤字が多くあ
れば、財政状況は危険であると言えます。そのため、
それぞれの会計の赤字・黒字を合算し、全体の赤字の
程度を示します。
　吉野ヶ里町では平成27年度、すべての会計を連結し
ても黒字であるため、連結実質赤字比率は「算定なし
（－）」となっています。

③実質公債費比率
　一般会計が負担する借入金返済額（下水道会計や一
部事務組合などの返済額を含む）が標準財政規模に占
める割合で、通常３か年度の平均値を用い、実質的な
返済負担の重さを示します。この割合が高くなると、
借金返済以外の施策に使える財源が少なくなっている
ということであり、ほかの経費を削減しないと赤字に
なる可能性があります。このため、18％を超えると、
町債の借入には許可が必要となり、借入が制限されま
す。
　吉野ヶ里町では平成27年度、単年度比率は0.1ポイ
ント上昇し11.2%となったものの、３か年度平均では、
高い比率だった平成24年度（単年度比率13.1%）が算
定から外れたことにより、前年度を0.6ポイント下回
る11.0%となっています。

④将来負担比率
　一般会計が将来負担すべき債務（下水道会計や一部

事務組合などの債務を含む）の標準財政規模に対する
割合を示します。この割合が高くなると、将来的に財
政が圧迫される可能性があります。
　吉野ヶ里町では平成27年度、将来負担すべき債務で
ある下水道特別会計公債費繰出予定額の減少などによ
り、充当可能財源等控除後の将来負担額が前年度に引
き続きマイナスであったため、「算定なし（－）」となっ
ています。

　健全化判断比率のほかにも、財政状況を判断するた
めのいくつかの指標があります。ここでは、代表的な
2つの指標を取り上げ、町の財政状況についてお知ら
せします。

財政力指数　0.６１ 
　文字どおり財政に力があるかどうかを示す指標で、
過去３か年の平均値を使用します。数値が高いほど自
ら調達できる財源（自主財源）の割合が高く、財政力
が強いことになります。
　吉野ヶ里町では平成27年度、前年度を0.02ポイント
下回る0.61でした。

経常収支比率　９３.１% 
　財政の弾力性を見るための指標です。町税や普通交
付税など、使途の制限がない経常的な収入に占める、
人件費や公債費、扶助費などの経常的な支出の割合です。
　サラリーマンの家計に例えれば、毎月決まって入っ
てくる基本給のうち、食費、家賃、ローンの返済など、
決まって支払う生活費にどれくらい回っているかを示
すものであり、これが上昇すると、臨時的な支出に回
す余裕がなくなり、財政構造の硬直度が高いというこ
とになります。
　吉野ヶ里町では平成27年度、法人町民税の大幅な減
収などにより計算式の分母である経常一般財源収入額
が減少したため、前年度を7.7ポイント上回る93.1%と
なっています。

健全化判断比率 （単位：%）

吉野ヶ里町
の数値

早期健全化
基準

財政再生
基準

①実質赤字比率 ー  15．0 20．0
②連結実質赤字比率 ー  20．0 30．0
③実質公債費比率 11．0  25．0 35．0
④将来負担比率 ー 350．0

平成27年度　健全化判断比率等の公表
　地方公共団体の財政状況を統一的な指標で明らかに
し、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するため
の4種類の財政指標のことを「健全化判断比率」と言
い、地方公共団体は毎年度、前年度の決算に基づく健
全化判断比率を、その算定資料とともに監査委員の審
査に付したうえで、議会に報告し、公表することになっ
ています。

その他の指標でみる財政分析
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予算現額計　82億5,655万5千円　　執行率　43.2％
収入済額計　35億6,980万8千円

町税

地方消費税交付金

地方交付税

使用料及び手数料

国庫支出金

県支出金

繰入金

諸収入

町債

その他

予算現額
収入済額
執行率（単位：％）

総務費

民生費

衛生費

農林業費

商工費

土木費

消防費

教育費

公債費

その他

60.7

52.4

64.7

46.7

17.4

15.9

0.0

35.2

0.0

61.8

16.6

35.3

49.9

9.1

50.5

11.4

54.0

37.0

50.0

50.8

18億6,249万円
3億906万3千円

6億3,914万7千円
5,842万8千円
1億963万1千円
5,533万6千円

6億7,714万1千円
7,708万9千円

3億2,862万5千円
1億7,729万9千円

6億5,047万5千円
2億4,058万2千円

9億3,441万9千円
4億6,682万円

1億1,787万6千円
5,989万9千円

5億3,557万2千円
2億6,699万5千円

予算現額計　82億5,655万5千円　　執行率31.0％
支出済額計　25億5,837万6千円

＊歳出の予算現額及び支出済額には、予備費流用・充用額を含みます。

0.0

予算現額
支出済額
執行率（単位：％）0.0

20億6,913万6千円
12億5,622万8千円

3億970万9千円
1億6,231万8千円

21億9,473万9千円
14億1,905万8千円

2億141万6千円
9,397万6千円

9億6,665万4千円
1億6,822万4千円

5億167万7千円
7,951万9千円

1億9,669万6千円
0千円

3億332万7千円
1億671万3千円

10億5,427万3千円
0千円

4億5,892万8千円
2億8,377万2千円

24億117万9千円
8億4,683万5千円

歳入 歳出

歳入 歳出

第1号補正（6月） ５６7万4千円
●地方創生加速化交付金（国） 904万７千円
●社会資本整備総合交付金（国） ▲3,923万７千円
●佐賀未来スイッチ交付金（県） 100万円
●財政調整基金繰入金 2,021万5千円
●コミュニティ助成事業補助金 250万円
●合併特例債 630万円

第2号補正（９月） 4億８５９万３千円
●普通交付税 8,521万９千円
●佐賀未来スイッチ交付金（県） 100万円
●農地災害復旧事業補助金（県） 248万２千円
●林道施設災害復旧費補助金 81万２千円
●さが園芸農業者育成対策事業補助金（県） 478万３千円
●財政調整基金繰入金 ▲3,716万１千円
●水源地域振興基金繰入金 340万円
●前年度繰越金 668万４千円
●臨時財政対策債 4,024 万 5千円
●合併特例債 ２億 9,150 万円
●現年発生農地災害復旧事業債 170 万円

第1号補正（6月） ５６7万4千円
●まちづくりワールドカフェ委託料 200万円
●コミュニティ助成補助金 250万円
●吉野ヶ里ブランドの再構築・
　プロモーション事業委託料 904万７千円
●神埼市・吉野ヶ里町葬祭公園
　整備促進協議会負担金 860万３千円
●次期ごみ処理施設建設事務委託料 542万３千円
●社会資本整備総合交付金道路整備事業 ▲7,034万円
●道路新設改良単独事業 3,371万7千円

第2号補正（９月） 4億８５９万３千円
●財政調整基金積立金 6,147万１千円
●合併振興基金積立金 ３億210万円
●さが園芸農業者育成対策事業補助金 573万９千円
●農山村体験交流施設整備事業 ▲655万７千円
●特定防衛施設周辺整備調整交付金生活道路舗装工事 250万円
●水源地域整備道路橋りょう事業 904万円
●危険空き家除去費補助金 100万円
●下水道特別会計繰出金 ▲665万４千円
●下水道特別会計繰出金（合併特例事業分） 450万円
●両小学校体育館天井改修工事設計関連 585万円
●中央公園遊具改修設置工事 217万１千円
●林道施設災害復旧費 183万5千円
●農地災害復旧費 546万２千円
●予備費 300万円

平成2８年度上半期（4月～９月）の一般会計補正予算の主な内容　当初予算78億４,２２8万８千円

平成27年度一般会計予算の執行状況　　　　　　　　※端数整理のため、合計額が一致しないことがあります。

予算現計　８2億５,６５５万５千円
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　１0月９日（日）、中央公園多目的広場で第１１回町民体育大会が開催されました。前日の豪雨
が嘘のように、この日は抜けるような青空が広がり、絶好の運動日和となりました。
　得点種目は「ゲタリレー」「みんなでジャンプ」「二人三脚」「玉入れ」の4つで、40地区が熱
い戦いを繰り広げました。この戦いを制したのは上豆田地区。2位の吉田地区と同得点でし
たが、世帯数の差で上豆田地区が勝利しました（詳しい順位は次頁の順位表をご覧ください）。
　オープン種目や団体種目も行われ、幼児がフラフープをくぐる可愛らしい姿やスポーツ少
年団のハツラツとしたリレーが見られました。

絶好の運動日和

優勝は
上豆田地区

第11回
吉野ヶ里町民体育大会
第11回
吉野ヶ里町民体育大会

スポーツ少年団リレー

６0m走

フラフープくぐり

ゲタリレー“けまつれた”

みんなでジャンプ

婚活リレー マスゲーム

○×クイズ釣り名人

玉入れ

二人三脚“結ばれた二人”



大接戦!!
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第１１回 町 民 体 育 大 会 得 点 表
総合
順位 地区名 世帯数

（4月1日現在）
前回
順位

前回
比較

開会式
得点

二人
三脚

みんなで
ジャンプ

ゲタ
リレー 玉入れ 総合

得点
1 上豆田 282 8 ↑ 5 7 6 8 11 37．0
2 吉田 444 2 → 5 8 8 6 10 37．0
3 力田 35 - - 5 8 8 6 9．5 36．5
4 西石動 66 10 ↑ 5 8 7 6 10 36．0
5 上中杖 16 1 ↓ 5 7 5 8 9 34．0
6 下三津西 96 9 ↑ 5 8 6 7 8 34．0
7 下石動 97 6 ↓ 5 7 8 4 10 34．0
8 田中 18 20 ↑ 5 6 3 8 11 33．0
9 松隈 40 5 ↓ 5 4 6 8 10 33．0
10 上中杖上分 85 12 ↑ 5 6 4 7 10 32．0
11 上三津西 55 19 ↑ 5 5 7 8 6．5 31．5
12 箱川上分 80 4 ↓ 5 6 5 3 12．5 31．5
13 下豆田 156 7 ↓ 5 6 5 5 10．5 31．5
14 乙ノ馬手 19 22 ↑ 5 7 5 3 10．5 30．5
15 吉野ヶ里 39 15 → 5 7 6 3 9 30．0
16 箱川下分 65 3 ↓ 5 4 7 6 8 30．0
17 曽根 24 27 ↑ 5 4 7 4 9．5 29．5
18 苔野 113 17 ↓ 5 5 7 5 7．5 29．5
19 横田 516 21 ↑ 5 4 8 5 7．5 29．5
20 立野 766 33 ↑ 0 8 8 7 6．5 29．5
21 田手宿 47 28 ↑ 5 3 4 8 9 29．0
22 上三津東 41 14 ↓ 5 5 5 4 9．5 28．5
23 萩原 354 37 ↑ 5 5 6 6 5．5 27．5
24 伊保戸 27 13 ↓ 5 8 2 7 5 27．0
25 永山 25 11 ↓ 5 3 3 5 10．5 26．5
26 大曲 151 26 → 5 3 4 5 9．5 26．5
27 新宮田 42 25 ↓ 5 7 1 7 6 26．0
28 下中杖 44 16 ↓ 5 6 3 4 7 25．0
29 上石動 70 29 → 5 6 3 5 6 25．0
30 目達原 747 24 ↓ 5 5 4 4 6．5 24．5
31 田手村 218 34 ↑ 5 4 4 3 8 24．0
32 大塚ヶ里 52 23 ↓ 5 2 4 7 5．5 23．5
33 下藤 22 18 ↓ 5 2 - 6 10 23．0
34 衣村 26 30 ↓ 5 3 3 2 9 22．0
35 鳥ノ隈 117 31 ↓ 5 - 2 4 10 21．0
36 下三津東 111 36 → 5 5 2 2 5．5 19．5
37 永田ヶ里 183 32 ↓ 5 - 3 3 6．5 17．5
38 川原団地 184 39 ↑ 5 - 2 2 7．5 16．5
39 坂本 44 35 ↓ 5 - 2 - 7．5 14．5
40 辛上 20 38 ↓ 5 - - - 3．5  8．5
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秋季チャレンジウォーキング開催
期　　日　11月20日（日）
集　　合　吉野ヶ里町役場三田川庁舎　
時　　間　9:30スタート（9:00受付開始）
参加資格　町内在住者

今回は、三田川庁舎をスタートし、吉野ヶ里歴史公
園東側から国道385線周辺を巡る約8ｋｍコースです。
ぜんざいのふるまいと参加賞も準備しています！健
康ポイント手帳をお持ちの人は、ご持参ください！

社会教育課（中央公民館）� ☎37-0340問

★…躍進賞

★

うまい棒食い競争

親子三代リレー

町民総踊り

子ども達も参加

応援もヒートアップ！

地区対抗リレー

上豆田が大差をつけてゴール！
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　9月21日から30日までの秋の全国交通安全運動期間
に合わせ、吉野ヶ里町でも交通対策協議会と町職員課
長級会で交通安全運動を行いました。
　交通安全運動は、全国交通安全運動の初日である21
日に町内でも特に事故の多い田手交差点と中副交差点
（写真）で実施しました。
　町内では交通事故が多発しておりますので交通安全
運動期間に関わらず常日頃から交通安全へのご協力を
お願いします。

　富士通㈱佐賀支店の職員と企業関係者約60人が村制
百周年記念塔周辺の遊歩道の整備や除草作業を行いま
した。
　本町と富士通㈱佐賀支店は、平成21年に「企業の森
林づくりに関する協定」を結び、村制百周年記念塔周
辺で、夏は清掃活動や遊歩道の整備、冬はサクラの植
樹を行っています。
　遊歩道が綺麗に整備された村制百周年記念塔では、
千坊館とは別の角度から町が一望でき、春には桜が咲
き乱れます。ぜひ、お越しください。

　町女性会がきらら館で、ふれあい子ども教室の児童
22人にお辞儀の仕方などの礼儀作法を指導しました。
大川会長ら9人が、立ち上がる時は右足から立ち、お
辞儀した後は相手を見るなどの注意点を指導しまし
た。児童たちは熱心に取り組み、扇子の扱い方も学び
ました。会長は「礼儀作法は普段の生活でも使える。
両親の前でやってみて」と呼びかけました。
　唐見実桜さん（9）・（川原団地）は「お辞儀をする
前とした後は、相手の顔を見るのが大事。学校や家で
もやってみる」と話してくれました。

　老人クラブ吉田が町老人クラブ連合を代表して、
「交通安全高齢者自転車佐賀県大会」に出場しまし
た。大会は佐賀市の大和勤労者体育センターで行わ
れ、65歳以上の男女混合の16チームが参加。「学科テ
スト」と「安全走行テスト」が行われ、知識と自転車
の安全運転を競い合いました。
　競技の結果、個人の部で八谷強さんが第１位に、特
別賞に北島美惠子さんが選ばれ、優秀な成績を残しま
した。

交通安全運動を実施 ９/21
（水）

富士通株式会社
による清掃活動 ９/10

（土）

女性会が児童に
礼儀作法を指導 ９/28

（水）

八谷さんが優勝、北島さんが特別賞に
交通安全高齢者自転車佐賀県大会

９/24
（土）

ま
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　三田川少年野球クラブが筑後川運動公園グラウンド
（神埼市）で行われた「第31回学童オリンピック軟式
野球大会支部予選」で優勝しました。
　１回戦の千代田東部少年戦、試合序盤よりリードを
保ち9対１でコールド勝ち。続く準決勝では西郷少年
に初回８点先取、11対４と終始相手を圧倒し５回コー
ルド勝ちで、決勝へ駒を進めました。
　決勝戦は神埼球友少年戦。２回表に２点先制、その
後も着々と追加点を入れ10対0で勝利しました。
　同チームは10月29日（土）からの県大会に地区代表
として出場します。

　三田川中学校１年生82人が吉野ヶ里歴史公園で赤米
の稲刈りを体験しました。生徒らが刈る稲は、今年６
月に総合学習の授業で植えた「つくし赤もち」です。
貫頭衣に身を包んだ生徒たちは、たわわに実った稲
を、鎌を使い刈りとっていきました。
　稲刈りを終え、同校の古賀彩華さん（立野）は「短
い時間だったけど、農業の大変さが分かった。これか
らは農家の人に感謝してご飯を食べたい」と感想を話
してくれました。
　収穫された赤米は、乾燥し、もみすりされた後に、
生徒へ渡されます。

収穫の大変さを知る 10/11
（火）

三田川少年野球クラブ
支部予選で優勝 10/１

（土）
10/２
（日）

　社会教育課とNeue（ノイエ）がプレーパーク実践
講座を、きらら館の裏庭で開催しました。これは遊び
を通じて子どもの生きる力を育むことを考える連続講
座です。遊びの中での子どもの育ちや遊びの「危な
い」を学んだ参加者。今回は、実際に外に出て子ども
達と一緒に遊びました。会場には、子どもの好奇心を
くすぐる遊具や道具を設置。子ども達はそれらを使っ
て自由に遊びました。
　「大人の考えで遊ばせるのではなく、子どもが何を
面白いと感じ、やりたいのかを見守ることが大事」と
講師の古賀彩子さん（一社・PLAY FUKUOKA代表
理事）。奏

かな

大
た

くん（２）と２人で参加した本村好子
さん（横田）は「（子どもは）夢中で好きな遊びを楽
しんでいた。普段できないものもあり、一緒に楽しめ
た」と話されました。

　町交通安全対策協議会が中央公民館講堂で交通安全
教室を開催しました。参加者約80人は安全運転や近年
の事故の状況を学びました。
　交通安全啓蒙ビデオでは「一時停止交差点での確実
な停止」や「速度に応じた車間距離を保つ」など５つ
の安全運転の基本を確認しました。神埼警察署管内の
事故の状況について説明した同署石橋交通課長は「明
日は我が身と捉え、とにかく余裕を持った運転を心が
けて」と呼びかけました。
　また、優良運転者や交通安全功労者12人への表彰伝
達も行われました。今年は永年に渡り安全運転に尽力
し抜群な功績があった人に対して全日本交通安全協会
から贈られる「交通栄誉章緑十字銅章」に原信久さん
（写真・立野）が該当されました。

子ども目線の
楽しい遊びを 10/６

（木）

安全運転の
基本を確認 10/11

（火）



Pick Up!!!
Pick Up!!!　～環境課編～
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人が生活すると必ず出る、ごみ。
環境課は、その処理や排水の浄化を行っています。
住みやすい町を目指し業務に臨む環境課を紹介します。

リサイクルセンター（きらら館裏）
開館時間　月～土（水曜・祝日除く）　8:30～17:00
休 館 日　水曜・祝日・日曜　※第１日曜は開館　

12 広報　　　　　 2016.1112

環境衛生係

その他の業務
・ 公害、墓地埋火葬改葬事務、害虫・スズメバチ駆
除に関する相談、地球温暖化防止、永山簡易水道
の管理運営など

できることから取り組みましょう
　家庭から出るごみ（廃棄物）については捨てれば
ごみ、分ければ資源となります。リサイクルするこ
とによりごみの減少だけでなく、ゴミ処理施設の運
営費等の削減や地球温暖化の防止にもつながります。
　本町では資源物の回収に取り組みやすいように収
集日以外でもリサイクルセンターを開設しています。
リサイクルセンターでは古紙、ダンボール、空き缶、
ペットボトル、トレー、牛乳パック、古布、廃油の
資源物を回収し、再資源化業者に売却しています。
　皆さんのご協力のおかげでリサイクルセンターで
の資源物回収量は年間約260ｔにも及び、売却金額は
約200万円になります。この売却金はリサイクルセン
ターでの紙紐、水切りネットの配布や町内の環境美
化のため花苗の配布、子どもたちを対象とした環境
学習会の開催に役立てています。
　この他にも生ごみのたい肥化についても多くの皆
さんが実践され、ごみの減量に取り組んでいただい
ています。
　また、町内の不法投棄について週に３回程度のパ
トロールを行い、不法投棄が多発しないように監視
をしています。

ペットのマナーは飼い主のマナー
　飼い犬について市区町村に登録、年１回の狂犬病
予防注射、鑑札と注射済票をつけることが法律によっ
て義務付けられています。近年、野犬は見かけなく
なりましたが、迷い犬の保護が時々あります。すぐ
に飼い主に連絡ができるように鑑札をつけるように
しましょう。
　また、散歩をする際にはリードをつけ、散歩中に
してしまったフンは必ず飼い主が持ち帰りましょう。
自宅敷地内で排泄した場合も、周囲へ臭いをさせな
いように気を付けましょう。

環境衛生係からのお願い
・ ごみは地区で決められたステーションに出して
ください。

・ ごみは収集日の朝８時までに出してください。
収集した後に出されたごみが残っていることが
あります。

・ 指定袋に入らないものは、粗大ごみとなります。
ごみステーションには出せません。

▲鑑札 ▲注射済証
をつけてね。

ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ



Pick Up!!!

三田川庁舎１階　☎ 37-0335　　　糸 kankyou@town.yoshinogari.lg.jp

課　長　多伊良豊剛　　　副課長　八谷　博和

環境衛生係　係長　前田　麻里　係員　竹下　慧甫

下水道係　　係長　八谷　博和（兼務）
　　　　　　係員　末益　卓馬、松尾健二朗

　20年前、私は福祉課の保健衛生係
で、現在の環境課と同じような業務
をしていました。当時は各家庭に焼
却炉があり、ごみは自家処理してい
ました。現在は環境汚染物質を発生
させないためにごみ処理場へ出すよ
うになりました。また、その頃から

下水処理、集落排水処理、合併浄化
槽により汚水の浄化が始まり河川は
明らかに綺麗になりました。
　これからは地球温暖化防止のため
に、20年後、今との違いが肌でわか
る仕事を環境課職員一丸となって取
り組んでまいります。

町民の皆様へ

2 回目の登場�多伊良課長

▲巷で話題のデザインマンホール。
　本町は遺跡をモチーフにしています。

▲吉野ヶ里町浄化センター

▲下水道啓蒙活動

農業集落排水処理施設を公共下水道へ統合
　現在、下水道係では東脊振校区の３か所の農業集落排水処理
施設を廃止し、公共下水道処理施設（吉野ヶ里町浄化センター）
へ統合する事業を行っており、統合することで効率的な管理運
営、経費節減ができるようになります。
　また、処理能力や水質等の問題で接続ができなかった工業団
地、町営住宅等を公共下水道へ接続することができ、下水道使
用料の増収が期待できます。
　現在、公共下水道処理施設の増設工事が完了し、下水道管の
布設工事を行っています。来年度内の供用開始を予定しています。
　これからも未来の吉野ヶ里町のために、計画的に下水道管の
埋設工事、機器等の更新を行い、住みよい町にするべく努めます。
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▲宅内排水検査の様子

環
境
課

　下水道係では、各家庭から排出される汚水（トイレ、台所、
お風呂、洗濯など）を各処理場にて処理し、河川が汚れないよ
うに下水管や、各処理施設の維持管理に努めています。

下水道係

下水道係からのお願い
・ 台所の排水口には、生ごみや油等は流さないでください。
・ トイレにはトイレットペーパー以外のものは流さないでくだ
さい。配管つまりの原因になることがあります。

主な業務
・ 下水道管の新規埋設工事
・ 下水道処理施設の維持管理
・ 下水道使用料の算定
・ 新規接続の宅内排水の検査



文化体育館建設事業住民説明会を開催 ダム事業推進課
（東脊振庁舎）� ☎37-0342

問

　８月18日（木）、19日（金）、中央公民館講堂、
きらら館で、吉野ヶ里町文化体育館建設事業住民
説明会を開催。町長より文化体育館建設を行う目
的と、質疑では建設予定地を東脊振中学校北とし
た理由を説明しました。

▲�文化体育館　内観透視図

文化体育館建設を行う目的
◦ 文化体育館は、五ヶ山ダム建設事業により小川内
地区が水没するため、水源地域振興事業のうち、
子どもから大人まで楽しめる文化・スポーツ施設
である総合文化センターとして、旧東脊振村で平
成13年から内容を協議してきた。

◦ 平成21年に総合文化センター基本構想と基本計画
が策定され、約800人収容のホール、生涯学習機能、
図書館、児童館などを有する施設で、総事業費が
約30数億円と膨らんでいたため、事業全体の見直
しを行った。

◦ 本町の一番の課題は、国民健康保険及び後期高齢
者の医療費負担が県内でも上位にあり自ら健康づ
くりに関心を持っていただく必要がある。健康寿
命を延ばす町づくりが課題であり、運動できる環
境を整えるため、文化体育館建設を推進した。

文化体育館を東脊振中学校北とした理由
◦ 総合文化センターに伴うアンケートを取られた
が、本来合併に伴う新町建設計画では三田川庁舎
と東脊振庁舎周辺を、二つの生活拠点として行政
機能を図ると明記しています。

◦ 他の公共施設に隣接していることで、駐車場の共
有化が図れ、用地確保が最小限で済むし、各種行
事やイベントなどの開催にも有効活用できるた
め、東脊振庁舎周辺とした。

質疑応答
　参加者からの主な質問と町長の回答内容は次のと
おりです。
Ｑ　建設場所についてアンケートをとるべきでは？
Ａ 　総合文化センターから文化体育館に変更するな
かで、議会や使っていただく方のご意見として町
体育協会、文化協会からのご意見も拝聴しながら
進めてきたつもりです。町の総合計画に沿って場
所を定めており、改めてアンケートを取ることは、
考えていません。

Ｑ 　国道385号の東脊振インターから中副交差点の
間は渋滞がひどい。周辺の道路計画は？
Ａ 　建物の基本設計ができましたので、これから国
道、県道、町道へのアクセス道路の整備計画を進
めます。

Ｑ 　統合中学校の体育館に転用できるよう大塚ヶ里
南に整備してはどうか？
Ａ 　統合中学校に移行すると現段階では決まってい
ませんし、小中一貫校も検討しなければなりませ
ん。議会や町民の皆さんの意向を聞いたうえで、
子どもの数の推移を見極めて検討していかねばな
らないと思っています。

Ｑ 　維持管理費が増加した部分はどうするのか？
Ａ 　文化体育館の維持管理費は、人件費を除き約
3,300万円と試算しております。ダム事業では“山
茶花の湯”、“さざんか千坊館”で収入があります。
収入が得られる施策を組み入れるなど、経費がか
からない方法を精査していかねばならないと思っ
ています。町全体としては、企業誘致などを推進
し、新たな財源確保にも努力する必要があります。

Ｑ 　合併したからダム事業は旧東脊振村ではなく、
吉野ヶ里町全域を範囲とすべきでは？
Ａ 　水源地域対策特別措置法により、ダム振興事業
は、ダムができる大字松隈地区の範囲内になって
いますが、福岡県の特別の配慮により、一部事業
が旧東脊振村全域を対象として認められていると
ご理解いただければと思います。

Ｑ 　完成後の職員の配置と既存施設の見直しは？
Ａ 　管理については職員の配置替えか、民間委託か
になる、経費が掛からないよう考えていきたい。
既存施設についても、「スクラップ＆ビルド」に
より、機能的に集約していくことが大切だと思っ
ているので、人口の推移を見定めながら、公共施
設のあり方を考えていきたいと思っています。

14 広報　　　　　 2016.1114
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秋季全国火災予防運動
『消しましょう　その火その時　その場所で』
運動期間　11月9日（水）～15日（火）

防災行政無線などを用いた
情報伝達訓練の実施をします

総務課交通防災係
（三田川庁舎）� ☎37-0330

佐賀広域消防局　予防課� ☎33-6765
総務課交通防災係（三田川庁舎）�☎37-0330

問

問

火の用心へのご協力よろしくお願いします。

　火災が発生しやすい時季を迎えるにあたり、町民
一人ひとりの防災意識を高め、火災等の災害を防ぎ、
生命や財産を守るため、秋の全国火災予防運動が行
われます。
　11月は火災が発生しやすい時季です。皆さんの家
庭でも防火対策を確認し、火災が発生しないように
一人ひとりの防火意識を高めていただくために「住
宅防火　いのちを守る　７つのポイント～３つの習
慣・４つの対策」を紹介します。

　地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、次の
とおり情報伝達訓練を行います。この訓練は、全国
瞬時警報システム（Ｊアラート※）を用いた訓練で、
吉野ヶ里町以外の地域でも様々な手段を用いて情報
伝達訓練が行われます。

※ Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃などの緊
急情報を、国から人工衛星などを通じて瞬時にお
伝えするシステムです。

３つの習慣
⃝寝たばこは、絶対やめる。
⃝ ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使
用する。　

⃝ ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を
消す。

4つの対策
⃝ 逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置
する。　

⃝ 寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、
防炎品を使用する。　

⃝ 火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等
を設置する。

⃝ お年寄りや体の不自由な人を守るために、隣近所
の協力体制をつくる。

訓練実施日時　11月29日（火）11:00ごろ
訓練放送試験　 防災行政無線から、一斉に、次のよ

うに放送されます。
内容　上りチャイム音
　　　＋「これは、テストです」×３
　　　＋「こちらは、防災吉野ヶ里町です」
　　　＋下りチャイム音
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再生可能エネルギー発電設備に係る
固定資産税（償却資産）の課税について
　固定資産税は、土地、家屋の他に償却資産
（事業に用いる機械・備品等の資産）について
も課税されます。
　右表に基づき、太陽光発電設備（ソーラーパ
ネル発電）も固定資産税の課税対象となる場合
がありますので、償却資産に該当するそれぞれ
の設備を所有している人は、固定資産税（償却
資産）の申告をお願いします。
　なお、償却資産の申告については、次ページ
を確認してください。

再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について
　一定の条件を満たす設備には、課税標準の特例が適用されます。
　※平成28年度税制改正により、適用条件が変更されていますのでご注意ください。

償却資産（主に太陽光発電設備）に係る資料調査及び実地調査について
　税務課では、適正かつ公平な課税を行うための調査
を随時実施しており、本年は、関係機関との情報連携
により“償却資産〔主に事業用太陽光発電設備〕の不
申告や申告内容（取得年月日・取得価格等）”につい
ての調査を行っています。
　調査にあたっては、資料提供等を依頼することもあ
りますので、皆様の適切な対応及びご協力をお願いし
ます。
　また、既に申告されている内容に誤り等があること
が判明している場合は、早急に修正申告を行ってくだ
さい。

平成28年４月１日取得分から、経済産業大臣の認定を受けた太陽光発電設備は特例の対象外となりますが、
平成28年３月31日以前に取得した設備については、引き続き従前の規定が適用されることにご留意ください。
ご不明な点等がありましたら、税務課資産税係におたずねください。

課税対象となる太陽光発電設備

設置者 10kW以上の
太陽光発電設備

10kW未満の
太陽光発電設備

個人（住宅用）
売電するための事
業用資産に該当し、
課税の対象

課税の対象外

個人（事業用）
法人 事業の用に供している資産は課税の対象

太陽光発電設備を設置した人へ 税務課（三田川庁舎）
� ☎37-0334

問

項目 新 旧
地方税法条文 改正法附則�第15条第33項第１号イ 旧法附則�第15条第33項

対象設備 自家消費型太陽光発電設備で再生可能エネルギー
事業者支援事業費に係る補助を受けたもの

固定価格買取制度の対象となる再生可能エネルギー
設備で経産省の認定を受けたもの

取得時期 平成28年４月１日～平成30年３月31日 平成24年5月29日～平成28年3月31日
特例割合 最初の３年度分・価格の２／３ 最初の３年度分・価格の２／３

特例適用に
必要な資料

一般社団法人�環境共創イニシアチブが発行した「再生可
能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」

１．�経済産業省が発行した『再生可能エネルギー発電
　　設備の認定通知書』の写し
２．電気事業者と締結している『特定契約書』の写し

◆�納税義務がある償却資産所有者には、地方税
法で申告義務が課されています。

　�なお、虚偽の申告を行った場合は、地方税法
による罰則≪１年以下の懲役又は50万円以下
の罰金≫、申告を行っていない（不申告）場
合は、町税条例による罰則≪10万円以下の過
料≫の対象となりますのでご注意ください。
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償却資産に対する課税
（1）償却資産とは
　会社や個人で事務所・工場・商店などを経営して
いる人や駐車場やアパートなどを貸し付けている人
が、その事業のために所有している構築物（家屋の
評価対象になるものは除く）、機械、器具、備品な
どの資産をいいます。

（３）償却資産の申告
　償却資産の所有者は、毎年１月１日（賦課期日）
現在の償却資産の状況を法定期限の１月31日（土日
の場合は翌月曜日）までに申告する必要があります。
前年中に資産の増減がない場合でも、申告が必要で
す。
　申告する資産は、税務署への確定申告において、
経費（減価償却費）として計上している資産と原則
一致します。
　前年申告をした人には、毎年12月に申告様式を郵
送します。新たに申告が必要になる人については、
税務課資産税係までお問い合わせください。
　なお、正当な理由なく申告しなかった場合や虚偽
の申告をした場合は、地方税法の規定により過料ま
たは罰金が科せられることがあります。

減価償却費を経費に算入している資産のうち
家屋及び車両は除きます。

〇申告対象
◦ビニールハウス、乾燥機、もみすり機、
　パソコンなど
×申告対象外
◦ 農業用倉庫、乗用型田植機、トラクター、
　コンバイン、トラックなど

（2）課税対象となる償却資産（一例）

共　　通 舗装路面、外構、看板、パソコン、コピー
機、レジスター、太陽光発電設備

小 売 店 商品陳列用家具、冷蔵庫、冷凍庫

飲 食 店 接客用家具、厨房設備、カラオケセット、
冷蔵庫、冷凍庫

工　　場 施盤、金型、プレス機、洗浄給水設備、
溶接機

建 設 業 パワーショベル、ブルドーザー、
ポータブル発電機

農　　業 農業用機械、農業用器具
※�自動車や原動機付自転車のように、自動車税や軽自動
車税の対象となるものは除く。

◎確定申告における減価償却資産の例
種類 減価償却資産の名称

建物 農業用倉庫
ビニールハウス

機械装置

乾燥機
もみすり機
田植機
トラクター
コンバイン

備品 パソコン
車両 トラック

償却資産（固定資産税）の申告について 税務課（三田川庁舎）
� ☎37-0334

問
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新作掛軸・絵画展
　日展・院展・創画会他若手有望作家などが描いた[南天
に雀]・[水仙]・[梅に鶯]など花鳥画を中心に水墨山水、お
祝い掛けなど多数取り揃えて展示即売します。
期　日　11月11日（金）～11月13日（日）
時　間　10:00～18:00
場　所　さくら画廊
佐賀市新栄西１丁目2-41
(タワラビル１Ｆ)

問い合せ
　　　　　　☎29-0085

有
料
広
告

貞島司法書士事務所
司法書士　貞島博文

相続・遺言・後見・不動産の
売買による名義変更など…
お気軽にご相談ください

吉野ヶ里町吉田 667-58 ( 佐銀三田川支店 4軒隣 )

☎0952-37-9655
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ケイアンドジェイぱそこん教室

パソコン個別指導 生徒さん募集随　時
入会可

日時　12月４日（日）　　開演　15:00～（開場14:30）
会場　明善寺本堂
　　　842-0031　佐賀県神埼郡吉野ヶ里町（萩原）1090
　　　（吉野ヶ里公園駅北口より徒歩５分）駐車場あり
　　　☎0952-52-5303
会費　500円（Hコーヒー、ジュース等飲み放題、お土産付）
◎お楽しみ抽選会もあります。

問い合せ・連絡先　池田 亮子　☎090-9075-5136　

※先着100人限定　※要予約　11月25日（金）締切

ほっこりコンサート
山の音楽家 Shana

有
料
広
告

忘れていませんか？納税
～11月・12月は町税の年末徴収強化月間です～

税務課滞納整理対策係
（三田川庁舎）
� ☎37-0334

問

１１月・１2月は　　夜間納税相談窓口を開設！
　滞納整理強化月間の11月～12月に併せて、下表
の○印の日は、午後８時まで延長して夜間納税相
談窓口を開設します。どうぞご利用ください！

◦納付書を再発行してほしい。
◦督促状・催告書が届いたが…
◦口座振替の手続きをしたい。
◦町税の納付について相談したい。
　以上のように町税の納付に関することでお困り
の人や疑問がある人で、平日の1７時までに連絡や
来庁することができない場合は、お気軽にお電話
や窓口でご相談ください（夜間来庁される人は電
話予約をお願いします）。

平成2８年１１・１2月日程（○囲みが開設日）（予約をお願いします）

日 月 火 水 木 金 土
11／６ ７ 8 9 10 11 12
13 1４ 15 1６ 1７ 18 1９
20 21 22 23 2４ 25 2６
2７ 28 2９ 30 12／１ ２ ３
４ ５ ６ ７ 8 9 10
11 12 13 1４ 15 1６ 1７
18 1９ 20 21 22 23 2４

　町民の皆様から納めていただいた町税は、町民の暮らしに欠かせな
い道路や下水道の整備をはじめ、福祉、教育、保健、消防、ごみ処理
などに使われています。町税は、町民の皆様の住みよい暮らしを支え
る大切な財源です。よりよい生活を支えていくためにも、納期限内に
納めましょう。

納期限までに納めないと、督促手数料や延滞金が加算されます。
お早めに納付してください。

　吉野ヶ里町では、11月と12月を町税の「滞納整理強化月間」とし
て取り組みます。
　①催告文書、電話、自宅や勤務先への訪問による納税の催告。
　②官公署や金融機関へ滞納者の財産調査。
　③給与差押のため勤務先への給与照会。
　④ 預貯金、不動産及び自動車等の差押や公売等の滞納処分などを

行います。
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国保加入者・後期高齢者医療加入者の皆さんへ
「高額医療・高額介護合算療養費制度」のお知らせ

保健課（東脊振庁舎）�
� ☎37-0345
後期高齢者医療広域連合
（佐賀市大和町）�☎64-８476

問

佐賀中部広域連合（給付課）� ☎40-１１34問

高額医療・高額介護合算療養費制度とは
　医療と介護の両方のサービスを利用している
世帯の負担軽減のため、１年間（８月から翌年７
月まで）支払った医療保険と介護保険の自己負担
額（高額療養費等を除く）を合計し、基準額を超
えた場合、その超えた金額を支給する制度です
（医療のみ又は介護のみの支払いは対象外）。

支給対象者への通知
　支給対象者には、１２月中旬に、郵便で通知しま
す。提出先は、通知に記載しています。

支給対象者でも通知できないことがあります
　次に該当する人には、支給対象である旨の通知
ができないことがあります。
平成2７年８月から平成28年７月までの間に、
◦ 市町村を超えて転居をした場合（県外から転入
した人など）

◦ 他の医療保険制度から国保又は後期高齢者医
療制度に移行した場合

※ 保険区域外からの異動や他保険からの移行が
あると、そのままでは異動前の自己負担額を把
握することができません。期間内に医療と介護
両方の高額な支払いがあり、通知が届かなかっ
た場合には、次の支給要件・支給額を参考にし
てもらい、保健課又は後期高齢者医療広域連合
へご相談ください。

◦ 国保又は後期高齢者医療の資格を喪失した人
（亡くなった人や生活保護を受け始めた人）

他の健康保険（協会けんぽ、健保組合、共済など）に加入している皆さんへ
　平成28年７月末（基準日）に他の健康保険に加入しており、高額介護合算療
養費の対象になると思われる場合は、基準日の健康保険に申請しますが、その際、
介護保険の「自己負担額証明書」が必要になります。
　証明書の発行には１か月程かかります。早めの手続きをお勧めします。

国民健康保険の支給要件・支給額
【70歳未満の人】

支給要件 支給額
①　国保税の課税所得金額が901万円超 212万円
②　 国保税の課税所得金額が600万円超　

901万円以下 1４1万円

③ 　 国保税の課税所得金額が210万円超　
600万円以下 6７万円

④　国保税の課税所得金額が210万円以下 60万円
⑤　世帯主と国保加入者が住民税非課税 3４万円

【70歳～74歳の人】
支給要件 支給額

①　３割負担 6７万円
②　①③④以外 56万円
③　世帯主と国保加入者が住民税非課税 31万円
④　③の全員の所得が0円 19万円

後期高齢者医療制度の支給要件・支給額
支給要件 支給額

①　３割負担 6７万円
②　①③④以外 56万円
③　世帯全員が住民税非課税 31万円
④　③のうち、世帯全員の所得が一定基準＊ 19万円
（注）�「上記の金額＋500円」が基準額となり、自己負担

がその額を超える場合に【自己負担－上記の額】
を支給することになります。

時効についての留意点
　高額介護合算療養費の支給には２年間の時効があります。基準日（※）の翌
日から時効が始まりますので、基準日の翌日から２年の間に申請をしてくださ
い。２年を過ぎた場合は支給できませんのでご注意ください。
※基準日…毎年７月３１日
（注）計算期間（８月～翌年７月）の途中で資格を喪失した人の基準日は、資格

を喪失した日の前日（死亡の場合は、亡くなった日）となります。

行政トピックスTOPICS



　介護保険制度は、介護が必要になった高齢者やその家族を社会全体で支えていく仕組み
です。「介護が必要になる」のは限られた人だけでなく、誰にでもその可能性がありま
す。このようなリスクを多くの人で負担しあい、万が一、介護が必要になったときは、利
用料の１割または２割を自己負担するだけで、サービスを利用できるようにする制度です
（サービスの種類によっては、別に費用がかかる場合があります）。
　自己負担以外の費用は、４0歳以上の人が支払う「介護保険料」と「公費（税金）」で
賄っています。

介護保険料の納付方法は
　佐賀中部広域連合へ納付していただいている65歳以上の
人の介護保険料の納め方は２種類に分かれます。
①特別徴収（年金天引き）
・年金が年額18万円以上の人
②普通徴収（納付書又は口座振替）
・年度の途中で65歳になった人、転入された人
・収入申告のやり直しなどで、保険料額が変更となった人
・年金を受給していない人、年金が年額18万円未満の人等

対 象者　町内に居住する７0歳以上の人及び身体障害
者手帳をお持ちの60歳以上69歳までの人

交 付枚数　年間2４枚。１回の交付は６枚まで。年度
途中で対象年齢になる人は、翌月分より１月あた
り２枚に換算して交付します。

交付場所　総合窓口係（三田川庁舎・東脊振庁舎）
※ 印鑑をご持参ください。代理受領の場合は代理人
の印鑑もご持参ください。

助 成額　はり等施術１回（１日）につき1,000円を
助成しますので、施術費用から1,000円を差し引
いた額を支払ってください。

※ 施術券は１回の施術につき１枚しか利用できませ
ん。

※ 町に登録されている施術者のところで利用できま
す。登録者一覧表は総合窓口係にあります。

介護保険はみんなで支えあう制度です。
保険料は納期限内に納めましょう！

はり・きゅう等施術券の交付

福祉課福祉係（東脊振庁舎）☎37-0343
佐賀中部広域連合業務課　☎40-１１35

問

　納付書払いの人は毎月、納期限までに
金融機関、郵便局等で納付していただく
必要があります（コンビニでは納付でき
ません）。
　口座振替にすれば金融機関へ出向く手
間も省け、納め忘れもなくなります。
　保険料を滞納すると、滞納処分や介護
サービスを利用された際の負担割合が３
割に引き上げられるなどの給付制限を受
けることになります。

福祉課福祉係（東脊振庁舎）
☎37-0343

問

吉野ヶ里歴史公園年間パスポート券購入費補助対象を拡充
　広大な自然と弥生時代を体感できる吉野ヶ里歴史公園でおもいっきり楽しんでみませんか？
　吉野ヶ里歴史公園で発行する年間パスポートを購入した子育て世帯に対し、予算の範囲内に
おいて購入費の補助を行います。今回は補助対象を拡充し、祖父母にも補助を行います。

購入日において、町内に住所を有し、かつ中学生以下の子
ども及び両親若しくは祖父母対 象 者
大人（15歳以上）2,100円　　シルバー（65歳以上）1,000円
小人（小・中学生）400円補 助 金 の 額

三田川庁舎住民課総合窓口係・東脊振庁舎福祉課
※年間パスポート券を購入される前に事前受付の手続が必要となります。事前受付票配布・受付場所
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式典　５日（土）
時間　9:30～教育委員会表彰
　　　10:00～文化祭開会式
場所　ふれあい館

展示の部　５日（土）・6日（日）
時間　9:00～16:30（６日は16:00まで）
場所　中央公民館
　　　東脊振公民館（農村環境改善センター）

出演の部　５日（土）・6日（日）
時間　５日10:00～15:00　６日10:00～15:00
場所　ふれあい館
※時間帯は多少前後します。ご了承ください。

菊花展　　2日（水）～6日（日）
日時　11月２日（水）～11月６日（日）
場所　ふれあい館玄関前

カラオケ大会　５日（土）
日時　11月５日（土）18:30～21:30
場所　ふれあい館
※ 都合によりプログラム等を変更する場合がありま
す。

第11回　吉野ヶ里町文化祭
11月5日（土）・6日（日） 中央公民館　☎37-034１

東脊振公民館　☎52-3499
問

2016.11　広報　　　　　 21

行政トピックスTOPICS

385

46

東脊振トンネル

至 福岡

至 三瀬・脊振

道の駅 吉野ヶ里
さざんか千坊館

N

松坂橋

さざんか千坊館
11月13日日　9:00～16:00
秋の収穫祭道の駅　吉野ヶ里

とき
道の駅　吉野ヶ里　さざんか千坊館ところ

　各テナントでは、
販売商品にサービス
品が付いてくる。餅つき体験者大歓迎 !!

１回目：10:00　２回目：15:00

☆農産
物加工所より

餅つき大会餅つき大会
☆出荷

協議会による
地元野菜
たっぷり!!

お楽しみに!!
豚汁豚汁 無料配布!!

お食事処・パン

ご案内マップ

☎55-6175

オリーブの森事業 参加者募集！オリーブの森事業 参加者募集！
日程　12月 4日（日）　時間　9:00 ～ 14:00 程度
集合場所　昭和金属工業（株）横駐車場（三津 1662-78）
参加費　1,000 円 / 人（活動費、昼食込み）
募集人数　20人程度
持ってくるもの　タオル、着替え、手袋など
作業内容　３月に植樹するための畑の準備（整備作業）、
　オリーブに関するワークショップ（オリーブテイスティ
　ングなど）
※ワークショップは内容が変更する可能性もあります。
締め切り　11月 30日（水）
問 商工観光課（東脊振庁舎）☎37-0350



農業委員会からのお知らせ 農業委員会事務局
（東脊振庁舎）� ☎37-0353

問

農地パトロール（農地利用状況調査）の実施
　農地法の改正により、これまで農業委員会が行ってきた「農地パト
ロール」が法定化されました。遊休農地の解消、違反転用の防止・早期
発見のため期間を決めてすべての農地を対象に平成22年度から農地利用
状況調査を実施しています。
　平成28年度は、10月から11月にかけて調査員が地区を巡回します。お
話を伺うこともありますので、ご協力ください。
　また、自己保全管理地はあらかじめ遊休農地と間違われないように適
切な管理にご協力ください。

農地の利用意向調査
　農地利用状況調査後の結果を基に、利用されていない農地の所有者へ
今後の利用の意向確認や農地中間管理機構との協議などの案内を行い、
農地の再生・活用推進を図る目的で調査書を発送します。
　「農地の利用意向調査について」の調査書が送付された際は、書類に
漏れなく記入・押印の上、提出及び返送いただきますようお願いしま
す。

講座名（講師） 開催日・場所 内容 材料代 準備する物 定員

1
午前中にゆったり
ヨ　ガ　講　座①

（植松　久美子先生）

11月15日（火）、22日（火）
11月29日（火）
10:00～11:30
三田川武道館　１階

身体のほぐしと癒しを目的とし
た、リラクゼーション・プログ
ラムです。高齢の人でも、無
理なく安心して参加できます。

無料
ヨガマット（持ってない
人は、バスタオル）
飲料水
筆記用具

20人
※�託児希望者は
連絡ください。

2
夜のリフレッシュ
ヨ　ガ　講　座②

（植松　久美子先生）

11月17日（木）、24日（木）
12月１日（木）
19:00～20:30
東脊振公民館　２階和室

集中力とコントロール力が高
まり、ポーズをとることで血
流がスムーズになります。午
前コースよりもややハード
で、若い人にオススメです。

無料
ヨガマット（持ってない
人は、バスタオル）
飲料水
筆記用具

20人

申込締切　11月11日（金）
申込方法　参加申込書又は電話、Eメールで受付。①名前②地区名③電話番号④希望講座名を教えてください。
※申込者が多数の場合は、抽選となります。

　「ヨガ講座」参加申込書（締切日 １１月１１日（金）まで）　
氏　　　名 地　区　名 電　話　番　号 希　望　教　室（複数可） 備　考

ヨガ講座①
ヨガ講座②

注）申込書等で収集した個人情報は体験教室事業のみ使用し、それ以外の目的では使用することはありません。
　□ 今後、講座案内を希望される方は左側のチェック欄に印を付けてください。

ヨガ講座案内
～豊かな生活を過ごしたい人必見!!～

キリトリ

　　　�中央公民館� ☎37-034１
糸kouminkan@town.yoshinogari.lg.jp�
申 問・

P
吉野ヶ里DE

健康づくりマップ

　公民館では生きがいづくり・ふれあい交流の場として、趣味の講座を開催してます。
　一緒に楽しいひと時を過ごして、趣味を見つけてみませんか？
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さが土木フェア2016
　　　　 in 吉野ヶ里を開催！

「交通ルールを守ることは
　　　　　　　　　命を守ること！」 神埼警察署� ☎52-2１１4

土木のイメージアップ連絡協議会事務局
国土交通省�九州地方整備局
佐賀国道事務所�計画課� ☎32-１１5１

問

問

　土木事業と私たちの生活との関わりを知ってもらい、
土木への理解を深めてもらうために開催します。

日　時　11月19日（土）・20日（日）
　　　　10:00～16:00

場　所　吉野ヶ里歴史公園西口エリア

内　容　 はたらく車展示、レンガで作るアーチづくり、
ダム模型による洪水調節実験、県内道の駅によ
る物販など

  神埼警察署管内での人身交通事故は、国道や県道等
の主要道路で多発しています。
　特に国道3４号での追突事故が多く発生しており、原
因のひとつに道路がせまく渋滞が多い等というような
問題もあると思われますが、運転する時は交通ルール
を守り、更に前後左右をよく見て安全運転に心がけま
しょう。
　秋の行楽シーズンに入り、人や車等交通量も多くな
り、例年交通事故が多発する傾向にあります。
　長距離運転や交通渋滞等により注意力が低下し、交
通事故につながることから、

「早めの出発」　「疲れた時の休憩」　車間距離の保持」
等に注意して交通事故を防止しましょう。

交通事故発生状況（平成2８年８月末現在） ※（　）は前年同期比
発生件数 死　　者 傷　　者

吉野ヶ里町 129（－１） 1（+１） 181（－24）

旧三田川町 �89（+１） 0（±0） 131（�－３）

旧東脊振村 �40（－２） 1（+１） ���5（－21）

神埼警察署管内人身事故交差点ＭＡＰ（吉野ヶ里町編）
平成2８年1～８月

　　中副交差点

苔野交差点 久留米分岐交差点

（116件）
　田手交差点

   ＝20件 10件～

　 ＝10件 5～9件

姉交差点地蔵橋交差点

神埼市役所前交差点
駅前交差点

千代田町

※交差点付近の事故も含む国道385号

　国道２６４号

　　国道34号

藤木交差点

神埼町

協和町交差点

上犬童交差点

日ノ隈公園交差点

０ 5

3４２ ０２

３

５

６

３ ４２

　吉野ヶ里公園駅前

　 ＝5件 1～4件

 　＝1件

   ＝20件 10件～
　 ＝10件 ５～９件
　 ＝５件

１～４件 　＝１件
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　児童虐待に関する相談対応件数は依然として増加
傾向にあり、特に、子どもの生命が奪われるなど重
大な事件も後を絶たず、児童虐待は社会全体で早急
に解決すべき深刻な問題となっています。そのため、
虐待の発生予防、早期発見・早期対応から虐待を受
けた子どもの自立に至るまでの切れ目のない総合的
な支援が必要です。

児童虐待とは?
　児童虐待とは、親または親に代わる保護者が子ど
もに対し次の行為をすることをいいます。

虐待シグナル　
○不自然な外傷（打撲、やけど）が見られる
○衣服が汚れている、元気がなく表情が暗い
○虚言、万引き、家出などの問題行動を繰り返す
○年齢にそぐわない性的な言動がみられる
○保護者が長期不在でいつも子どもだけでいる
○登校させず、食事も与えていない
○ 大声をあげ、子どもや家族に暴力をふるっている
様子が感じられる

あなたの連絡、相談が子どもを守るとともに、子育
てに悩む保護者を支援するための大きな一歩となり
ます。虐待かもと思ったらすぐにお電話をください。
※ 通告・相談は、匿名で行うこともでき、通告・相
談をした人、その内容に関する秘密は守られます。 

　本来子どもは、十分な親の愛情を受けながら家庭的な雰囲気の中で
育っていくものです。
　里親制度とは、何らかの事情により家庭での養育が困難又は受けら
れなくなった子ども等に、温かい愛情と正しい理解を持った家庭環境
の下での養育を提供する制度です。

里親家庭を募集しています 佐賀県中央児童相談所
� ☎26-１2１2

11月は
「児童虐待防止推進月間」です

問

児童相談所全国共通ダイヤル　☎ １
いち
８
はや
9
く

佐賀県中央児童相談所　　　　☎26-１2１2
福祉課（東脊振庁舎）　　　��　☎37-0343

問

身体的虐待 殴る、蹴る、やけどを負わせる、溺れさ
せる　など

性 的 虐 待 性的行為の強要、性器や性交を見せる、
ポルノグラフィの被写体にする　など

ネグレクト
家に閉じ込める、食事を与えない、ひど
く不潔にする、自動車の中に放置する、
重い病気になっても病院に連れて行かな
い　など

心理的虐待
言葉による脅し、無視、きょうだい間で
の差別的扱い、子どもの目の前で家族に
対して暴力をふるう　など

※�里親には、養育費として、里親手当、生活費、学校教育費、子どもの医療費などが支給されます。

養育里親 様々な事情により家庭と暮らせない子どもを一定期間、自分の家庭で養育する里親

専門里親 養育里親のうち、虐待、非行、障害などの理由により
専門的な援助を必要とする子どもを養育する里親

養子縁組を希望する里親 養子縁組によって、子どもの養親となることを希望する里親

親族里親 実親が死亡、行方不明等により養育できない場合に、
祖父母などの親族が子どもを養育する里親

里親の種類 里親には次の４つの種類があります。

里親になるまでの流れ 里親になるには、以下の手続きが必要です。
①相談

里親制度について詳しく説明
します。里親についてご理解
いただいたら、家族同意の上
でお申し込みください。

②調査・研修
児童相談所の担当職員が家庭
訪問し、調査します。その間、
里親制度等に関する研修を受
講してもらいます。

③審査・登録
児童福祉審議会等での審議を
経て里親として認定される
と、里親名簿に登録されます。

④更新
養育里親は５年、専門里親は
２年ごとに更新研修を受講し
てもらいます。
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実施日程
　11月29日（火）・30日（水）　東脊振健康福祉センター「きらら館」

受付時間
　乳 が ん 検 診　　9:00～11:00　※予約受付終了
　子宮頸がん検診　　9:30～11:00　※予約不要
　骨粗しょう症検診　　9:00～11:30　※予約不要

次回の乳がん・子宮頸がん検診の日程は次のとおりです。※予約受付中
　１月25日（水）・26日（木）　　東脊振健康福祉センター「きらら館」

検診内容 （年齢基準日：平成29年３月31日）

種　別 対象年齢 受診 受　診　料 受診の際に
必要なもの69歳以下 70歳以上

乳 が ん 検 診
40歳代の女性

毎年
800円 － 保険証、受診票

受診料50歳以上の女性 500円 300円

子宮頸がん検診 20歳以上の女性 毎年 500円 200円
保険証、受診料

骨粗しょう症検診 40歳以上 ５年 300円 100円
◦加入医療保険に関係なく受診できます。
◦生活保護世帯員は受診料が免除されますので受診を希望する人は事前にご連絡ください。

集団健診のご案内
乳がん検診・子宮頸がん検診・骨粗しょう症検診

保健課健康づくり係
（きらら館）� ☎5１-１6１８

問

行　事　名 日（曜） 受付時間 場　所 対　象　者 持参するもの

定期健康相談 毎週月曜日 9:00～11:00 きらら館 一般町民

４か月児健診
1（火）

13:00～13:15

きらら館

平成28年7月生
母子手帳、バスタオル

７か月児健診 13:15～13:30 平成28年4月生

12か月児相談 9（水） 13:00～13:15 平成27年11月生 母子手帳

ワン・ツー体操 10（木） 10:20～10:30 2歳以上の幼児と保護者 飲みもの（水筒）

2歳６か月児相談 15（火） 13:00～13:15 平成26年4・５月生 母子手帳　健康相談票

2か月児相談 24（木） 13:00～13:15 平成28年9月生 母子手帳　バスタオル

１歳６か月児健診 25（金） 13:00～13:30 平成27年4・５月生 母子手帳　健康診査票

こどもの個別予防接種について
　佐賀県内の予防接種広域実施医療機関で接種する
ことができます。予防接種の種類、対象者について
は、「吉野ヶ里町健康カレンダー」でご確認ください。

保健行事 ※母子手帳は、きらら館で随時交付します。
妊娠届出書と印鑑をご持参ください。　 保健課健康づくり係（きらら館）☎5１-１6１８問

＝救急医療情報案内＝
夜間や休日に診察してもらえる医療機関を調べたい時
佐賀広域消防局　☎３１−8899
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　今年４月に実施された平成28年度全国学力・学習
状況調査における吉野ヶ里町の結果についてお知ら
せします。今回の調査結果は、学力の特定の一部分
であり、学校における教育活動の一側面を示すもの
です。結果を基に、個人の指導に生かしていきます。
　町教育委員会は、特色ある学校をめざし小学校と
中学校で連携して、三田川校区では英語教育、東脊
振校区では道徳教育を中心に指導力を高めていま
す。両方とも「教科化」が決まっており、最先端の
教育を進めています。また、ICT利活用教育やTT少
人数指導など授業の工夫とともに、家庭学習の充実
にも力を入れています。

1　町教育委員会の主な学力向上対策
（１） 教員の質の向上をめざし、校内外で研修を充

実させる。
（２）ICT利活用教育を工夫・改善させる。
（３）課外授業や長期休業中の学習機会を充実させる。
（４）家庭学習の充実や読書活動の充実を推進させる。
　
2　教科に関する調査の内容と結果
（１）調査内容（国語、算数・数学）
　⃝ Ａ問題「主として知識」：後の学年等での学習

に必要な知識・技能等を中心とした問題。
　⃝ Ｂ問題「主として活用」：実生活での活用力や

課題解決に必要な実践力等を中心とした問題。
（２）調査結果の概要
　 　表１でわかるように、小学校では国・県の正答
率とほぼ同じとなっています。内容別では、国語
Ａは「書く能力」と「読む能力」の正答率が昨年
度より高くなりましたが、「話す・聞く能力」の
正答率が低くなっています。国語Ｂは、特に「書
く能力」の正答率が低くなっています。算数Ａは
全観点で昨年度より正答率が高まっています。算
数Ｂは「数学的な考え」の正答率が高くなり、
「数量や図形についての知識・理解」の正答率が
低くなっています。

　 　中学校では、国・県の正答率をやや下回ってい
ます。しかし、昨年度との比較では、２区分（国
語Ｂ、数学Ｂ）で向上が見られています。内容別
では、国語Ａは昨年度より「書く能力」と「読む
能力」の正答率が高まっています。国語Ｂは国・
県に対する平均値の昨年度との比較が全観点で高
くなり、特に「国語への関心・意欲・態度」が高
まっています。数学Ａは昨年度より「数学的な技
能」の正答率が高くなり、「数量や図形などにつ
いての知識・理解」の正答率が低くなっていま
す。数学Ｂは国・県に対する平均値の昨年度との
比較が全観点で高くなり、特に「数学的な技能」
が高まっています。

　正答率の結果を見ると、中学校の学力向上が本町
の課題となっています。しかし、義務教育9年間の
集大成は、生徒一人一人が希望する進学や就職がで
きることです。学校の教育力は、入口より出口で真
価が問われます。特に、中学校では卒業時の学力を
向上させるため、３年間を見通して最善を尽くして
います。学校の指導力向上と子どもたちの努力、家
庭のご協力の三つの力を結集して、今後も「知」に
加え「徳」「体」の調和のとれた子どもの育成を小
中連携で推進していきたいと思います。

（３）本町の取り組みの成果（◇）と課題（◆）
　※ このことは県全体の成果と課題に共通するとこ

ろです。
　◇ 授業の中で、学習の目標（めあて・ねらい）が

黒板等に明確に示され、子どもに見通しをもた
せています。

　◇ 授業の最後に、学習したことを振り返る活動を
取り入れ、目標の達成を味わわせています。

　◇ 授業で使うノートに、目標や途中の活動内容、
まとめをきちんと書かせるなどの工夫が見られ
ます。

　◇ 「学び方の習得」や「ＩＣＴを活用した授業」、
「学び合い学習」等、子ども一人一人に応じた
分かりやすい授業が展開されています。

　◆ 基礎的・基本的な知識・技能を定着させたり、
活用したりする力をつけること。

　◆少し長い文章を読みこなせるようにすること。
　◆ グラフや表を見て、自分の考えを書くことがで

きるようにすること。
　◆ 与えられた二つの言葉を使って、指示された文

字数で書くことができるようにすること。
　◆ 学校で決められた家庭学習の時間を守って、毎

日続けること。

未来・輝き通信〈教育委員会だより〉
表1【全国及び佐賀県との正答率比較】

国語Ａ 国語Ｂ 算数
数学Ａ

算数
数学Ｂ

小６ ほぼ同じ ほぼ同じ ほぼ同じ ほぼ同じ

中３ ほぼ同じ ほぼ同じ やや低い やや低い
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３　生活習慣や学習環境に関する調査結果の概要
　下の表は学習意欲、学習環境、生活面に関する調
査結果です。昨年度と比較するといくらか課題があ
りますが、特に小学生の「朝食喫食」や中学生の「自
己肯定感」、「平日のテレビや学習時間」等を改善し
ていく必要があります。これらは日頃の家庭・学校
生活の過ごし方や「携帯電話やスマホ」の問題と絡
み、生活習慣の乱れや低学力、心の病等の原因にな
る可能性があります。

　子どもの健やかな成長と夢の実現には、関わる大
人の適切な支援が必要です。家庭と学校で目標と課
題を共有し、地域での声かけや見守りを含め子ども
に関わる全ての大人で、子どもの生活改善に取り組
むことが求められています。

4　まとめ
 　子どもたちは、一日一日いろいろなことを体験
し、成長しています。特に、興味・関心があるもの
については積極的に取り組み、努力も惜しみません。
成功も失敗もあるでしょうが、無心に取り組む姿に
は感動も覚えます。称賛が加われば、さらに意欲も
高まります。
　「吉野ヶ里町の子どもたちは、吉野ヶ里町のみん
なで育てる」といった、地域の教育力の醸成に向け
た取り組みが今後必要とされてくるのではないで
しょうか。

表2　生活習慣や学習環境に関する調査結果

項　　目
小学生 中学生

評価 本町（H27） 県 全国 評価 本町（H27） 県 全国
朝食を毎日食べる △ 85.1（88.3） 86.0 87.3 ◎ 87.4（89.5） 85.8 83.3

毎日、同じくらいの時刻に寝る ◎ 43.5（45.4） 38.0 38.2 ○ 32.6（27.8） 34.4 30.8

毎日、同じくらいの時刻に起きる ◎ 63.6（65.0） 57.4 57.4 ◎ 61.5（53.7） 59.7 55.9

自分にはよいところがあると思う ○ 76.0（73.0） 73.9 76.3 △ 62.2（69.1） 65.6 69.3

将来の夢や目標を持っている ◎ 76.6（71.8） 68.6 68.6 △ 43.7（47.5） 45.0 45.1

平日、３時間以上テレビやDVDを見る ◎ 25.3（36.2） 32.9 32.8 △ 31.8（36.4） 23.8 24.1

平日、３時間以上テレビゲームをする ◎ ��9.7（20.2） 13.5 16.0 ◯ 15.6（25.9） 14.4 18.9

携帯電話やスマホはもっていない ※ 40.9（39.3） 42.2 38.9 ※ 19.3（21.6） 25.0 18.8

平日、学校以外で２時間以上勉強する ◎ 26.6（24.0） 21.8 25.5 △ 23.7（32.1） 25.8 34.2

平日、家庭学習を全くしない ○ 3.2（2.5） ��3.6 ��3.0 ◎ 2.2（1.2） ��4.3 ��5.5

休日、２時間以上勉強する ◎ 31.8（33.7） 22.7 24.2 ○ 34.7（51.2） 34.1 40.1

休日、家庭学習を全くしない ◎ 7.8（7.4） 10.6 10.2 ◎ 3.7（4.3） ��8.9 11.0

学習塾に通っていない ※ 62.3（57.1） 63.0 53.9 ※ 51.1（56.2） 51.5 38.9

家の人と学校の出来事を話す ◎ 53.9（52.8） 48.8 52.4 △ 40.7（49.4） 41.0 44.2

学校に行くのは楽しいと思う ◎ 87.1（81.6） 85.0 86.3 ◎ 83.0（80.8） 82.1 81.4

学校のきまりは（大体）守っている ◎ 93.5（92.6） 92.1 91.5 ◎ 96.3（93.2） 94.4 94.7

いじめは絶対いけないことだと思う ◎ 98.1（93.3） 96.6 96.6 △ 91.1（95.0） 94.7 93.6

◎：国・県より良い・高い　○：国・県のいずれかより良い・高い　△：国・県より悪い・低い　　　　　
※：評価の対象としていません。 （数値はパーセント）

学校教育課（中央公民館）� ☎37-0339問



－ 吉野ヶ里町の宝 －
【１２月号募集】　　町内在住の12月に1～６歳の誕生日を迎えるお子さんを８人募集します。お子さんの氏名、
生年月日、住所、保護者氏名、連絡先、家族からのメッセージ（50字程度）を明記し、写真を添えてＥメール
で総務課広報係まで申し込んでください。直接、総務課（三田川庁舎2階）で申込みも可能です。応募者多数
の場合は、抽選となります。　※掲載号の1か月前の1日が締め切りです。 
申 問・ 　総務課秘書･広報係　☎37-0330　　　 kouhou@town.yoshinogari.lg.jp   

北
きた
村
むら
　柊

し
恩
おん

くん

田
た
代
しろ
　燈

あかり

くん

平成24年11月2日生まれ

平成26年11月10日生まれ

【家族からのメッセージ】
しおんくん、4歳のお誕生日
おめでとう!!パパもママもしーちゃ
んのこと大好きだよ♡これからも
元気いっぱいでいてね♡

【家族からのメッセージ】
あかり、誕生日おめでとう！
動物園や水族館が大好きな
あかりくん。みんなで、いろいろ
遊びに行こうね（^^）

福
ふく
田
だ
　琉

る
日
か

ちゃん

大
おお
隈
くま
　栞
かん
那
な

ちゃん

平成27年11月18日生まれ

平成25年11月4日生まれ

【家族からのメッセージ】
るかちゃん、1歳の誕生日
おめでとう☆これからも
明るく元気に育ってね！
いっぱい笑顔を見せて下さい。

【家族からのメッセージ】
３歳の誕生日おめでとう！
弟が生まれてますます楽しい毎日
になったね♥これからも仲良く元
気に過ごしてね！

本
もと
村
むら
　宙

ひ
大
ろ

くん
平成23年11月7日生まれ
【家族からのメッセージ】
ひろ、お誕生日おめでとう♥
ひろのにこにこ笑顔が
大好き（*^^*）
い～っぱい遊んで大きくなあれ！

安
あん
藤
どう
　琉

りゅう
稀
き

くん
平成23年11月10日生まれ
【家族からのメッセージ】
お誕生日おめでとう♡
いつもお手伝いしてくれて
ありがとう！これからも元気に
笑顔いっぱい過ごそうね♡

ありがとうありがとうありがとう生まれて
きてくれて

９月29日（木）、支給式がきらら館で行われ、出生祝金を
支給された人は次のとおりです。（７月・８月申請者）

保護者氏名 出　生　児 地区（大字） 摘　要 保護者氏名 出　生　児 地区（大字） 摘　要
福山　　馨 日　和（ひより）ちゃん 吉田 第 4子 海田　直人 愛　晴（いろは）ちゃん 豆田 第 1子
城尾登志光 慶　斗（けいと）くん 石動 第 4子 秋山　大輔 　紬　（つむぎ）ちゃん 吉田 第 1子
馬渡　星示 　進　（すすむ）くん 吉田 第 2子 山内　　徹 健太郎（けんたろう）くん 吉田 第 1子
平田　智基 　蓮　（れん）くん 大曲 第 2子 宮原　脩一 　葵　（あおい）ちゃん 豆田 第 1子
前田佳奈子 梨　翔（りんと）くん 箱川 第 2子 内堀　瑛太 景　介（けいすけ）くん 立野 第 1子
牟田　幸司 明　司（あかし）くん 大曲 第 2子 三輪　大智 彩　葉（いろは）ちゃん 立野 第 1子
野﨑　良太 日茉莉（ひまり）ちゃん 田手 第 2子 高木　利郎 孝太朗（こうたろう）くん 立野 第 1子
古賀　博久 杏　奈（あんな）ちゃん 立野 第 2子 竹下　和樹 蓮　飛（れんと）くん 立野 第 1子
江口　　勲 千　咲（ちさ）ちゃん 石動 第 2子 松尾　宗陛 奏　玄（そうげん）くん 吉田 第 1子
古賀健一郎 夢　渉（えまる）ちゃん 立野 第 2子 村田　一樹 瑞　樹（みずき）ちゃん 立野 第 1子
大隈　裕樹 絢　太（あやた）くん 吉田 第 2子 山下　　丈 承太郎（じょうたろう）くん 大曲 第 1子
宮﨑　貴志 結　彩（ゆい）ちゃん 豆田 第 1子

萩原

目達原

苔野

萩原

横田

立野

母子保健推進員による クリスマス会

保健課健康づくり係
（きらら館）� ☎5１-１6１８
� 姉52-８62１

問申・日　時　12月１日（木）　10:15～11:30（受付10:00～）
場　所　東脊振健康福祉センター「きらら館」
内　容　歌と大型絵本の読み語り、楽器で遊ぼう　など
対　象　未就園児の親子　　持ってくる物　水筒
申込方法　きらら館窓口、電話、FAXでお申し込みください。
申込期限　11月25日（金）

竹
たけ
川
がわ
　脩
ゆう
祐
すけ

くん

翔
しょう
悟
ご

くん・雅
まさ
哉
や

くん
平成23年11月28日生まれ
平成25年11月27日生まれ
平成27年11月６日生まれ
【家族からのメッセージ】
お誕生日おめでとう☆仲良く遊ぶ時
も、ケンカして泣く時も、隠れてイタ
ズラする時も…どんな時も、兄弟一緒
にね♪３つの宝物♡大好きだよ♡

萩原
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募集人員
　３年保育児（平成25年４月２日～
　　　　　　　　平成26年４月１日生まれ）…32人
　２年保育児（平成2４年４月２日～
　　　　　　　　平成25年４月１日生まれ）…19人
　１年保育児（平成23年４月２日～
　　　　　　　　平成2４年４月１日生まれ）…２人

募集対象
　幼児、保護者ともに町内在住者

入園及び在園時の経費

保育内容
（１）保育時間　平日9:00～1４:30
（２）登降園　　３歳児は保護者の送迎が必要です。
 ※ ４・５歳児は指定場所までは徒歩降園　　　　
（職員が引率します）。

（３）預かり保育　

選考方法
◦ 平成29年４月１日現在で兄・姉が就園している幼
児を優先します。

◦ 募集定員をオーバーした場合は、抽選を行います
（抽選が必要な場合、12月上旬に学校教育課から
連絡します）。

申 込書　学校教育課・役場両庁舎（住民課総合窓口
係）・東脊振幼稚園に準備しています。

申込書の提出
　受付期間　11月1日（火）～11月30日（水）
　提出先　　学校教育課（中央公民館内）

町立東脊振幼稚園
平成29年度園児募集 学校教育課（中央公民館）� ☎37-0339

※教育内容は東脊振幼稚園�☎52-2936
問

費　目 金　額

月額

利用者負担額（授業料） 下記参照
牛乳代 750円
遠足積立 約800円
教材費・絵本代・誕生会費等 約1,500円

年額 用品代 約10,000円
都度 制服 約10,000円
※給食（おかずのみ）費は実績により徴収。
　230円/１食当たり

東脊振幼稚園の利用者負担額（授業料）について　（月額）
各月初日の支給認定保護者の属する世帯の階層区分 平成2９年度 平成30年度 平成31年度

（最終負担上限金額）階　層 定　義
第１階層 生活保護世帯 0円 0円 0円
第２階層 市町村民税非課税世帯 3,000円 3,000円 3,000円

第３階層 市町村民税均等割課税世帯及び
市町村民税所得割課税額　77,100円以下 9,600円 10,000円 10,400円

第４階層 市町村民税所得割課税額　211,200円以下 11,500円 12,800円 14,200円
第５階層 市町村民税所得割　211,200円以上 13,700円 16,100円 18,600円

（１）平成31年度が最終的な利用者負担額（授業料）です。平成2７年度より、平均して上昇させています。
（２ ）入園を希望されるお子様にきょうだいがいらっしゃる場合、最年長のお子様から順に第２子は半額、第

３子以降は無料となります。きょうだいの判定基準は、次のとおりです。
　　①第１階層～第３階層までの世帯：年齢に関係なく、生計を一にするきょうだい
　　②第４階層～第５階層までの世帯：同一世帯の、満３歳～小学校３年生までのきょうだい
（３）ひとり親世帯、在宅障害児（者）がいらっしゃる世帯は、次のとおり控除します。
　　①第２階層の世帯：第１子から無料です。
　　②第３階層の世帯：第１子は1,000円を控除した額の半額、第２子以降は無料です。

預かり保育時間 利用料金/１日
教育日 教育時間終了～18:00 300円

長期休業 8:30～18:00 500円

個々のお知らせは、４月以降（始業式または入園式前後）を予定しています。
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「おじいちゃん、おばあちゃん　おめでとうございます」
　「シルバーケア吉野ヶ里」の敬老会に児童実行委員の子ども達が出演し、踊りや
歌でお祝いしました。子ども達は、オープニングで、鍵盤ハーモニカの伴奏の『ド
レミの歌』や『ひょっとこ踊り』で笑顔と元気を披露しました。最後に、おじいちゃ
んおばあちゃんへ「いつまでもお元気でいてください」の気持ちを込めて手作り
の花の首飾りをプレゼントしました。

開館時間　月〜土曜　9：30〜18：00　休 館 日　日･祝･年末年始
利用対象　0歳から18歳までの子どもとその保護者。
※就学前幼児は保護者同伴、小学生のみは17:00までの利用です。
問い合せ　三田川児童館　☎�53-111７三田川児童館だより

【11月の催し】
日にち 時　間 行　事 対　象 定　員 材料代等 申込締切

①5・②12・
③19日（土） 14:00～16:00 第Ⅱ期陶芸教室①②③ 小学生以上 10人程度 500円 定員になり次第

７・14日
（月） 11:00～12:00 マンデイ親子のつどい 未就学児親子 無料

17日（木） 10:00～15:00 調理室開放デー 町内在住の
未就学児親子 ２組以上～ 無料 10月31日に終了

21日（月） 10:30～11:30 ドレミ広場　避難訓練 町内在住の
未就学児親子 無料

24日（木） 10:30～11:30 児童館ママのアラカルト教室
＊簡単メイクとハンドケア

町内在住の
未就学児親子 無料

26日（土） 10:30～12:00 『竹と音を楽しむ』
～手作り楽器を作ろう～ どなたでも 15人程度 100円 定員になり次第

28日（月） 10:30～11:30 フルーツ親子広場 町内在住の
未就学児親子 無料

◦21�日／「ドレミ広場」の後「避難訓練」を予定しています。（神埼消防署のご協力で、有事がなければ）消防車が児童館にやってきますよ。
働く車の好きな子はぜひ来てくださいね♪親子で消火訓練も体験しましょう。

◦24�日／「児童館ママのアラカルト教室」は町内に在住のエステティシャン石井育子先生による『簡単メイクとハンドケア』の実践とお話
をしてもらいます。託児もしますので、ママの自分時間にしてください♡

◦26�日／『吉野ケ里バンブーオーケストラ』の皆さんのご指導で竹の楽器を作り、竹の魅力を伝えてくださいます。演奏会もありますので、
ぜひご参加ください。

開館時間　平日（月〜金）９：00〜1７：00／土曜日 ９：00〜13：00
休館日　　日曜日・祝日　※土曜開館は中央公民館のみ
問い合せ　中央公民館　☎3７-03４1／東脊振公民館　☎52-3４９９図書室だより

☆おすすめ本の募集 ☆
　みなさんのおすすめの本を募集します。　こ
れは面白かったと思う本、紹介したい本などあ
りましたら書名・著者名・本の紹介文（100字
程度）ご自身のお名前・ご連絡先を書いて公民
館図書室までお持ちください。受付は両公民館
で随時行います。広報の図書だよりのこの欄に
て紹介したいと思います。ご自身のお名前を載
せてほしくない場合は匿名にてご紹介させてい
ただきますので載せるお名前を記入の上ご持参
ください。ご不明な点は図書室職員にお問い合
せください。

中央公民館に新しい本が入りました！
図�　書　�名 著者名

それでもわたしは山に登る 田部井　淳子
ペットたちは死後も生きている ハロルド・シャープ
海の見える理髪店 荻原　浩
コンビニ人間 村田　沙耶香
アンマーとぼくら 有川　浩
共犯捜査 堂場　瞬一
なにをどれだけ食べればいいの？ 香川　芳子
あなたの脳は一生あきらめない！ 奥村　歩
聞いてビックリ「あの世」の仕組み 松原　照子
成功している人は、なぜ神社に行くのか？ 八木　龍平

※すべて吉野ヶ里町東脊振公民館で取り寄せ可能です。

9月１0日 土

プチcafé 
日時　11月16日㈬　10:00～12:00
場所　東脊振公民館２F 和室（改善センター）

きらきら
日時　11月９日㈬　10:30～14:30
場所　中央公民館２F 和室（三田川庁舎西）
♥子育ての悩みや情報交換、いろんなおしゃべりしませんか？♥

11月の
おしゃべり広場

子どもたちが健やかに安全に育つために、
家庭・学校・地域が一緒になり子育て・
親育ちの支援をするための情報紙

吉野ヶ里町家庭教育支援チームぽこ・あ・ぽこ 那須・嘉村・髙尾・宮地・築地・草津・向井・長野
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問 社会教育課（中央公民館）　☎ 37-0340
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自然とふれあってリフレッシュ♪

◎自販機が園内に４か所（7台）も！
◎休憩所がいっぱい！
◎ちびっこ遊具が色々ある！
◎自然がいっぱい！
◎テニスコートや多目的広場が
　隣接している！
◎足洗い場がある！
◎みんなのトイレに赤ちゃん
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プチcafé 
日時　11月16日㈬　10:00～12:00
場所　東脊振公民館２F 和室（改善センター）
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日時　11月９日㈬　10:30～14:30
場所　中央公民館２F 和室（三田川庁舎西）
♥子育ての悩みや情報交換、いろんなおしゃべりしませんか？♥

11月の
おしゃべり広場

子どもたちが健やかに安全に育つために、
家庭・学校・地域が一緒になり子育て・
親育ちの支援をするための情報紙
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◎足洗い場がある！
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お知らせ YOSHIN OGARI INFORMATION申  ＝申し込み先
問   ＝問い合せ先

国民年金保険料の控除
証明書が送付されます！
納めた国民年金保険料は全額が
社会保険料控除の対象
　控除の対象となるのは、平成28
年１月から12月までに納められた
保険料の全額です。もちろん過去
の年度分や追納された保険料も含
まれます。
　また、ご自身の保険料だけでは
なく、配偶者やご家族（お子様等）
の負担すべき国民年金保険料を支
払っている場合、その保険料も合
わせて納付された人が社会保険料
控除額に加えることができます。
証明書が１１月初旬に送付されます
　11月上旬に日本年金機構より、
平成28年１月１日から9月30日ま
での間に保険料を納付された人へ
「社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書」が送付されます。こ
の証明書は、年末調整や確定申告
を行うときに、平成28年中に支
払ったことを証明する書類となり
ますので大切に保管されてくださ
い。
　なお、平成28年10月１日から12
月31日までの間に、今年はじめて
国民年金保険料を納められた人へ
は、翌年の２月上旬に控除証明書
が送られます。
　税法上とても有利な国民年金
は、老後はもちろん、不慮の事故
など万一のときにも心強い味方と
なる制度です。保険料は納め忘れ
のないようキチンと納めましょう。
問    佐賀年金事務所 ☎31-4191
　 住民課年金係（三田川庁舎）
 ☎37-0333

自衛官採用試験案内
自衛官候補生（男子）　
募集種目　自衛官候補生（男子）
受 験資格　18歳以上27歳未満の男
子（平成29年４月１日現在）

受付締切　11月28日（月）
試験日　　12月３日（土）
試験会場　陸上自衛隊目達原駐屯地
陸上自衛隊高等工科学校
募 集種目　陸上自衛隊高等工科学
校生徒（男子）

受 験資格　15歳以上17歳未満の男
子（平成29年４月１日現在）

受 付期間　【推薦】11月１日（火）
～12月２日（金）

　 【一般】11月１日（火）～平成
29年１月６日（金）

1 次試験　【推薦】平成29年１月
７日（土）～9日（月）の間の１日

　 【一般】平成29年１月21日（土）
試 験会場　【推薦】陸上自衛隊高
等工科学校（神奈川県横須賀市）

　【一般】佐賀県内の指定会場
問  自衛隊鳥栖地域事務所
 ☎0942-83-4077

家にある古絵本を
お譲り下さい
　平成29年１月22日（日）ふれあ
い館で第11回絵本まつりを行いま
す。
　絵本まつり内の古絵本市で安価
で販売するための絵本または児童
書をお譲りください。収入は絵本
まつり活動費にあてる予定です。
　絵本、児童書は中央公民館又は
東脊振公民館の窓口までお願いし
ます。
問  中央公民館 ☎37-0341

精発九州株式会社
パート従業員募集
所在地　吉野ヶ里町大曲4550-51
　（佐賀東部中核工業団地内）
内容　軽作業、検品、梱包業務
時間　８:30～17:30　 
時給　750円
休日　日曜他（週休２日制）
　　　月１回土曜出勤
待 遇　各種保険有り、通勤手当、
昇給、賞与（年２回）、昼食補助

応 募　電話連絡後、履歴書郵送く
ださい。

問  精発九州株式会社 ☎51-1230
※ 町の誘致企業であり、町民の雇
用確保のため掲載しています。

第53回佐賀県
精神保健福祉大会
日時　11月８日（火）
　　　13:00～16:00
　　　展示・即売は11:30～
場所　東与賀ふれあい館
　佐賀市東与賀町下古賀1228-3
内容
　・ 特別公演　講師：やきつべ

の径診療所　夏苅郁子先生
（児童精神科医）

　・「和太鼓、篠笛」演奏
　・ 精神障害者の作品展示及び

販売
※入場無料
問  �佐賀県生涯福祉課　精神保健

福祉担当 ☎25-7064

有
料
広
告

さざんか園では状態に合わせて様々な介護サービスを提供しています。
介護でお悩みの事がありましたらいつでも御連絡ください。
社会福祉法人　久栄会　（神埼郡吉野ヶ里町大曲3474-1）　担当：江頭・武富

☎0952-53-2877　http://kyueikai.com

さざんか園さざんか園
デイサービス

小規模多機能

グループホーム

居宅介護支援
配　食

介護職員募集！
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お知らせ YOSHIN OGARI INFORMATION
がん患者・家族集いの会
日時　11月19日（土）
　　　12:30受付開始
会場　江北町ネイブル
　杵島郡江北町大字山口1334番地
対象　がん患者又はその家族30人
　（受付順）
内容　
　13:00～1４:00　「フラダンス」
　1４:00～16:00　親睦交流会
参加料　一人300円
※ 佐賀県総合保健協会から会場ま
で、車による送迎を行います。
会場までの交通手段のない人は
ご相談ください。

申 込方法　住所・氏名・電話番号・
家族同伴の有無を電話でご連絡
ください。電話受付（毎週月・
水・金のみ　9:30～13:00、
1４:00～16:30）

申込期限　11月11日（金）
問  佐賀県がん総合支援センター
 ☎0120-246-388

情報公開・個人情報保護
総合案内所
　国の行政機関や独立行政法人な
どの情報公開制度や個人情報保護
制度について、案内や情報提供を
行っています。
場所　佐賀合同庁舎３階
　　　佐賀市城内2-10-20
開設日時　8:30～1７:15
　※土・日・祝・年末年始を除く
問  �情報公開・個人情報保護総合

案内所 ☎27-8638�

エイズ検査を
受けてみませんか？
　12月１日の世界エイズデーに合
わせ、夜間検査を実施します。
　正確な検査のために、性的接触
など心配なことがあった日から３
か月以降に受けてください。
　予約不要、匿名・無料で行いま
す。採血後、１時間程度で結果が
出ます。
日時　
　11月29日（火） 9:00～15:00
 1７:00～20:00
　11月30日（水） 1７:00～20:00
　12月１日（木）  1７:00～20:00
場所　佐賀中部保健福祉事務所２階
　　　佐賀市八丁畷町1-20
※ この日以外でもエイズ検査は毎
週火曜日に行っています。詳し
くはお問い合わせください。 

問  ��佐賀中部保健福祉事務所
　 感染症対策担当 ☎30-3622

神埼市郡医師会
市民公開講座

「『202５年問題』をご存じですか」
「肝がん死亡率全国1位から抜け出そ
う！～肝がん予防の最新情報～」
日時　11月19日（土）
　　　15:00～1７:00
場所　神埼市中央公民館（大ホール）
参加費　無料
内容　
講 演１「在宅医療・介護連携推進
事業について」

講 演２「びっくりするほどよく解
る！肝がんにならないコツ」

問  �保健課健康づくり係
　 （きらら館） ☎51-1618

全国一斉「女性の人権
ホットライン」強化月間
　女性をめぐる様々な人権問題
についての相談を受け付ける専
門電話窓口です。秘密は固く守ら
れますので、一人で悩まず、お気
軽にご相談ください。
開設期間　
　11月14日（月）～11月20日（日）
　平日　 8:30～19:00
　土日　10:00～1７:00
電話番号　
　0570-070-810（全国共通）
担当　人権擁護委員、法務局職員
※ 強化週間以外でも平日の8:00

～17:00まで開設しています。

一人で悩まず
心の扉をひらいて！
　警察では、各種犯罪による被
害の相談を受けています。被害
に遭った人だけでなく、家族や
友人が困っているときでも結構
です。一人で悩まず、相談して
みませんか？
警察相談室（24時間対応）
　警察本部 #9100又は☎26-9110
レディーステレホン
　警察本部　☎28-4187
ヤングテレホン
　警察本部　☎0120-297-867
暴力相談１１0番
　警察本部　☎24-0110
民間の相談窓口
　NPO法人被害者支援ネット
ワーク佐賀VOISS　☎33-2110
受付時間　平日10:00～1７:00

有
料
広
告

こだわり 弁当
お弁当の

若菜
！！

仕出し弁当仕出し弁当
2000円（税別）

慶事・仏事にどうぞ！！

オードブルオードブル
6500円～10000円（税別）
おもてなしにピッタリ！！

高速道路
東脊振庁舎

若　菜
（松屋横）

アスタラビスタ

国
道
３
８
５
号
線

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津770-1
•各種弁当500円～あります。ご予約お待ちしております！！ ☎0952-53-6092（不定休）

JA

わか
な
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売却代金は、環境教育（子どもたちや各種団体）や紙紐・花苗購入などに使用しています。

☆吉野ヶ里町リサイクルセンター（きらら館北側倉庫）
●11月の開館日　月～金曜日　（水曜・祝祭日を除く） 8:30～17:00
　　　　　　　　毎週土曜日　　　　　　　　　　　 8:30～17:00
　　　　　　　　第1日曜日　　11月６日　　　　　 8:30～17:00
☆南部地区回収所（温水プール北）
●回 収 日　月～金曜日（水曜・祝祭日を除く）  8:30～17:00
　　　　　　　　※天候により中止する場合があります。

新　聞 雑　紙 シュレッダー ダンボール 紙パック トレイ アルミ缶 スチール缶
7,800 5,660 90 3,290 150 155 1,000 290
ペットボトル ペットボト

ルキャップ 古　着

1,370 30 890
売却金額 201,929 円

よしのがリサイクル （9月搬出分・単位：㎏）

申  ＝申し込み先
問   ＝問い合せ先

有
料
広
告

・相続手続（家や田や畑が亡くなった方の名義になっている）
・遺言書 （死んだら、家や土地の名義はどうなるだろう）
　　　　その他　建設業許可・産業廃棄物・内容証明・車庫証明　等

相談は、無料です。

日本行政書士会登録番号 05410974
行政書士 杠　繁美　

ゆずりは しげ み

〒842-0121　神埼市神埼町志波屋 3627
TEL 0952-53-1747 　 携帯 090-8836-5630
ホームページ　ゆずりは　神埼　➡検索

行政書士には守秘義務があります、お気軽にご連絡ください。

広報誌への有料広告を募集中です！
●掲載料金（１回あたり）
【町内企業】
●縦５cm横1７cm�　5,000円
●縦５cm横8cm�　3,000円
【町外企業】
●縦５cm横1７cm　10,000円
●縦５cm横8cm�　5,000円
※２色刷り（色の指定はできません）

　 　 　 総 務 課
秘 書・広 報 係

（三田川庁舎）
☎37-0330まで

問申 ・

トレーニングルームだより

申・問  保健課健康づくり係（きらら館） ☎51-1618

問  環境課（三田川庁舎）☎37-0335

秋の夜長、運動しましょう！
　　トレーニングルームでは「20分で効果アリ！」のレッスン実施中♪
　健康運動指導士が常駐し、パーソナル（個別）に運動方法やメニューを紹介します。
　運動が初めての人から詳しく知りたい人まで、応援しています。まずは１度お越し
ください♪

利用案内
開室日 ： きらら館　　月～金曜日（8：30～ 21：00）
　　　　ふれあい館　月・水・金曜日（8：30～ 17：00）

※両館ともに祝日はお休み

利用できる人：18 歳以上の町民（高校生を除く）※初回のみ本人確認ができるもの

タイトル ぷちレッスン 体幹トレーニング ゆるリラコンディショニング

日　　時 月・木／ 19：30 〜 19：50 火／ 19：30 〜 19：50 金／ 19：30 〜 19：50

内　　容 短時間集中の筋トレレッスン
11月のテーマは「太ももスッキリ」

キレイな姿勢やスポーツでも
重要な体幹筋を中心に
トレーニング！

金曜の夜はゆるりと
リラックス＆リフレッシュ♪
11月はフォームローラーを使用

　町営住宅の申し込みは随時受
け付けしています。入居要件・
提出書類など、詳しくは担当窓
口にお問い合わせください。

住宅 間取り 空室（件）

川原団地

２DK ３

２LDK ６

３DK 10
中の原団地
（Ｄ棟） ３DK 20

10月21日現在
申・問   建設課住宅係（東脊振庁舎）

☎37-0348

【平成28年10月】
種　別 件　数 金額（円）
慶　祝 0 0
弔　慰 0 0
協賛金 0 0
見舞金 0 0
会　費 0 0
贈呈品 0 0
その他 0 0
月　計 0 0
累　計 18 100,420

問  総務課（三田川庁舎）☎37-0330

町営住宅空き室情報町長交際費
平成28年度の支出状況

平成28年分給与所得
年末調整説明会
対象者　町内の源泉徴収義務者
日時　11月15日（火）13:30～15:30
場所　はんぎーホール
　　　神埼市千代田町直鳥57-1
※�１年末調整関係書類（案内状同封）

を事前に送付しますので、ご出席
の際は必ずご持参ください。

※�２駐車場の駐車台数に限りがあり
ますので、できるだけ公共交通機
関をご利用ください。

問   鳥栖税務署　源泉所得税担当
 ☎0942-82-3563

支
出
な
し

お
知
ら
せ
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消費生活相談（近隣市町でも相談可能）
受付時間　9:30 ～ 15:30　

場�所 問い合せ
月 みやき町（三根庁舎） ☎0942―89―1600
火 神埼市 ☎ 37―0107
水 みやき町（三根庁舎） ☎0942―89―1600
木 吉野ヶ里町（東脊振庁舎） ☎ 37―0350

金 神埼市
上峰町（第２・第４）

☎ 37―0107
☎ 52―2181

毎日
佐賀県消費生活センター
（アバンセ内）
※受付 9:00 ～ 17:00

☎ 24―0999

司法書士による無料相談会
11月10日（木）　13:00～15:00
相談時間　原則30分程度
場所　東脊振庁舎２階会議室
申･問商工観光課（東脊振庁舎）☎37-0350
　　　（受付�平日8:30～17:15）

弁護士による電話無料相談
毎週火曜日　17:30～19:30
毎週土曜日　13:30～15:30
※祝日、年末年始等を除く
相談時間　原則10分程度　　☎24-3411

弁護士による交通事故専門無料相談
毎週火曜日　13:30～16:00
※祝日、年末年始等を除く
相談時間　原則30分程度
場　所　佐賀県弁護士会館　☎24-3411

行政・人権相談
日時　11月７日（月）13:30～16:00
場所　ふれあい館　相談室
問総務課総務人事係（三田川庁舎）　☎37-0330

女性のための総合相談日
日時　11月１日（火）10:00～16:00
場所　東脊振庁舎第１相談室
申･問福祉課児童支援係（東脊振庁舎）　☎37-0343

各種相談
【診察時間　午前9時から午後５時まで】

月　日 当 番 医 療 機 関

11月３日
（木・祝）

（内）
おおつぼ内科医院
神埼町本堀3199-1
☎52-3130

（内・小）
和田医院
千代田町嘉納1319-18
☎44-2046

11月６日
（日）

（内）
栗並医院
神埼町枝ヶ里76-1
☎52-2977

（内）
中下医院
千代田町餘江128
☎44-2488

11月13日
（日）

（整）
目達原整形外科
吉野ヶ里町吉田2900
☎52-3717

（内・胃・呼）
神埼クリニック
神埼町田道ヶ里2396
☎53-1818

11月20日
（日）

（整）
なかしま整形外科クリニック
神埼町本堀2934-25
☎51-1430

（内・胃・小）
和田記念病院
神埼町尾﨑3780
☎52-5521

11月23日
（水・祝）

（眼）
くらとみ眼科医院
神埼町田道ヶ里2435-1
☎52-8841

（小）
たけうち小児科医院
神埼町本堀2707-2
☎52-2524

11月27日
（日）

（耳・アレ）
ごんどう耳鼻咽喉科
神埼町田道ヶ里2226-1
☎55-7001

（小）
山田こどもクリニック
神埼町田道ヶ里2394-1
☎55-6566

12月４日
（日）

（耳・アレ）
みつます耳鼻咽喉科
吉野ヶ里町吉田2906-1
☎53-8820

（外・整・胃）
神埼病院
神埼町田道ヶ里2216-1
☎52-3145

12月11日
（日）

（皮・アレ）
みねこ皮ふ科クリニック
吉野ヶ里町吉田2154-3
☎51-1655

（内・小）
福嶋内科医院
千代田町境原2496-3
☎44-2141

休日在宅当番医療

消費生活相談 粗品をきっかけに通っていたら、２か月で５００万円の契約
～滞在型SF商法（催眠商法）～

要予約

要予約

アドバイス
１ 　「粗品がもらえる」「販売員の話が楽しい」などの雰
囲気にひかれて、数か月も会場に通い続け、その間に
次々と高額な商品を契約させられてしまう、新たな手
口のSF商法があります。

２ 　長期間通い続けることで販売員と親しくなり、断り
にくい心理になります。販売員の親切は契約させるた
めの手口です。

３　会場に行かないことが第一です。
４ 　家族や周りの人も気を配りましょう。解約できる場
合もあるので相談をしましょう。

【事例】　「商品の宣伝を聞いて無料で商品がもらえる」と知人
に誘われ、会場に出かけた。販売員の話が楽しく何度か通って
いたら、２か月の間に、ふとんや磁気治療器、下着などの購入
を次々に勧められ契約してしまった。自分だけ小部屋に呼ばれ
て勧誘されたり、「あなたのため」などと言われたりして、断
りきれず買ったこともある。購入時は頭金の支払いだけなので、
高額だという意識はなかったが、「場所を移転する。残額を支
払って」と言われて、初めて総額が500万円以上だと分かった。
生命保険を解約し、貯金と併せて支払った。商品を返品するの
で返金してほしい。 （80代女性）

時間外交付
毎週火・木　19:00まで　※祝日の場合は翌日
問住民課総合窓口係（三田川庁舎）　☎37-0336

もの忘れ相談室
11月16日（水）15:00～16:50（毎月第３水曜日）
相談時間　１人30分程度
場所　「きらら館」相談室　
申･問福祉課地域包括支援センター（先着３人）�☎37-0344

要予約

要予約
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【三田川庁舎】
総務課 ☎3７-0330
財政課 ☎3７-0331
企画課 ☎3７-0332
住民課 ☎3７-0333
（総合窓口係） ☎3７-0336
税務課 ☎3７-033４
環境課 ☎3７-0335
会計課（三田川） ☎3７-033７
議会事務局 ☎3７-0338

【東脊振庁舎】
住民課（総合窓口係） ☎3７-0351
会計課（東脊振） ☎3７-0352
福祉課 ☎3７-03４3
地域包括支援センター

（おたっしゃ本舗吉野ヶ里） ☎3７-03４４

保健課 ☎3７-03４5
農林課 ☎3７-03４７
建設課 ☎3７-03４8
ダム事業推進課 ☎3７-03４2
商工観光課 ☎3７-0350
農業委員会 ☎3７-0353

【中央公民館】
学校教育課 ☎3７-0339
社会教育課 ☎3７-03４0
中央公民館 ☎3７-03４1
東脊振公民館 ☎52-3４99
東脊振健康福祉セン
ター「きらら館」 ☎51-1618

三田川健康福祉セン
ター「ふれあい館」 ☎51-1965

東脊振幼稚園 ☎52-2936
吉野ヶ里保育園 ☎52-302４
三田川児童館 ☎53-111７
温水プール
（体育協会） ☎52-19４４

防災行政無線電話応答サービス
フリーダイヤル
☎0120-603-113

携帯電話等からの通話
☎0952-52-5960

◉まちの面積　4３.９９Ｋ㎡
◉まちの人口（１0月1日現在）
　男　　　　7,９１９人（＋１2）
　女　　　　８,３１0人（＋１0）
　合計　　 １６,22９人（＋22）
◉世帯数　６,１３６世帯（＋24）
※出生数１0人　死亡数８人
 （９／1～９／３0届出）

11月の軽トラ市は

11月のさざんか千坊館休館日は

11月の納税など
　●国民健康保険税（６期）
　●後期高齢者医療保険料（５期）
　●介護保険料（６期）
※納期限は11月30日（水）です。

６日（日）です。

30日（水）です。

健康を考える
　今年の町民体育大会では、風を
切って走る選手や多くの種目に出場
されている選手を見て、自分も同じ
ように体を動かしスポーツを楽しめ
たらと応援されていた方も多かった
のではないでしょうか。
　体育の日は、元気でいることの有
り難さ、健康でいることの大切さを
考える日でもあります。スポーツ庁
が公表した2015年度の「体力・運動
能力調査」によると、子どもや高齢
者は運動能力の向上がみられ、特に
60代後半の女性、７0代後半の男女に
過去最高の結果が出ました。これは、
健康志向により運動する人が増えた
ためと分析されています。
　一方、働く女性が増え仕事や家事、
子育てなどにより10代から30代の女
性に運動離れの傾向がみられていま
す。
　厚生労働省が公表した平均寿命
（生まれてから亡くなるまでの期間）
と健康寿命（寿命を全うする間健康
でいられた期間）によると、平均寿
命は男80.21歳、女86.61歳、健康寿
命は男７1.19歳、女７４.21歳となって
います。つまり、男性約9年間、女
性約13年間は、一人での生活が困難

で手助けが必要な期間となります。
　平成2７年度から、厚生労働省で
は在宅介護、在宅医療が推進され
るなど、高齢者を取り巻く環境は
厳しくなっており、できるだけ病
気などにより日常の生活が制限さ
れることなく、普通に暮らせる努
力をしていかなければなりません。
　平成2７年度における県内の後期
高齢者１人当たりの医療費は、平
均約109万円です。なかでも吉野ヶ
里町は約126万円と県内市町でワー
ストワンになっており、その対策
が急務です。
　健康寿命を延ばすには、①規則
正しい生活習慣を行う、②バラン
スのとれた食事を心がける、③自
分に合った体操や運動、機能訓練
を行うことが大切です。
　町は今後、生活習慣改善、食育
と共に「吉野ヶ里町民総運動」（案）
を展開し、町民
の皆さんと共に
健康寿命延伸を
図ってまいりま
すので、ご協力
をお願いしま
す。

吉野ヶ里町長　多良正裕

町長の窓Town Mayor's Voice

編集後記
　　い花を咲かせる「高嶺ルビー」。国
　　内で栽培されているソバは、地域
によって栽培品種は異なりますが白い
花を咲かせます。吉野ヶ里歴史公園で
は、珍しい紅い花のソバを見ることが
できます。ルーツは標高約4000mのヒ
マラヤにあり、花にアントシアニンと
いう赤色のポリフェノールを蓄え、厳
しい自然環境から身体を守っています。
このポリフェノールこそが、紅い花が
咲く理由であるそうです。 （吉富）
　　の爽やかな香りが好きです。今、
　　流行りのパクチー。初めて食べた
時は、パンチの利いた独特な味わいに
悶絶しました。しかし、「食べられない
のはもったいない！」という思いで無
理して食べ続けていると、ある日突然
美味しく感じるようになりました。思
い返すと、ワサビもミョウガもそうだっ
た気がします。苦手なものをそのまま
にしておくのは損ですね。挑戦しよう。
セロリにらっきょう、あの人も（笑）。
 （古賀）

葉

紅
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　今にも弥生人の声が聞こえそう
な「吉野ヶ里歴史公園」。開園15年
目を迎え、これからも多くの来場
者が来てくれるような人気イベン
トや新しい情報発信など様々なPR
活動に奔走する品川さんに話をお
聞きしました。

品川　崇寛さん　
1988年１月生まれ
（苔野・28歳）
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　大学を卒業後、植物に関わる仕事がしたいと思っていた時に
ご縁があり、全国の国営公園を管理していた財団に就職しまし
た。その後、ＮＰＯ法人で事業の立ち上げ責任者として中心市
街活性化「わいわいコンテナ２」に携わりました。
　これまでの経験を活かし、公園の管理業務に関わることがで
きる吉野ヶ里パークマネジメントさがへ。企画係長として佐賀
県立吉野ヶ里歴史公園内の新規事業、イベント企画、団体旅行
誘致営業など広報の責任者として活動しています。
　企画という仕事は、とても難しい仕事で答えがなく何が正解
で、何が失敗かと自分の日常生活から得たヒントや知識・経験
を頼りに組み立てることが大変です。やるからには「絶対に成
功させる！」と、どんなに困難な条件にもできる限り開催でき
るようにと常に考え、イベント計画を組み立てています。だか
らこそイベントが成功した時の達成感は、他では味わうことが
できないくらい大きなものになります。とても魅力があり、や
りがいを感じる仕事です。
　３年前より新規イベントとして始まった「弥生の丘マルシェ」
は毎年ＧＷの期間中、市の広場にて開催しています。会場内で
は、ハンドメイド小物・木工作品・洋服などの販売、コンサー
トやグルメコーナーなどさまざまなブースでいっぱいです。
年々知名度も上がり今では約６万人のお客様にお越しいただい
ています。
　これからも吉野ヶ里
町が誇る吉野ヶ里歴史
公園を全国のお客様に
知っていただけるよう
にＰＲ活動をがんばっ
ていきます。
　みなさんのご来園を
お待ちしています。

ご長寿の皆さんに
祝状と記念品を贈呈
ご長寿の皆さんに
祝状と記念品を贈呈
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●PR●　この秋、ご家族で歴史公園に遊びに来ませんか！

指定管理者　吉野ヶ里パークマネジメントさが
住　　所　吉野ヶ里町田手1843　☎55-9333
開園時間　9：00～17：00（※９月１日から３月31日までの期間）
休 園 日　12月31日、１月の第３月曜日とその翌日
利用料金　入園料・駐車料金等必要
概　　要　約700年間も続いた弥生時代。吉野ヶ里遺跡は、この時代の
　　　　　全ての時期の遺構・遺物が発見された学術的価値が高い遺
　　　　　跡です。この歴史公園は集落が最盛期を迎える弥生時代後
　　　　　期後半（紀元３世紀頃）を復元整備対象時期として、これま
　　　　　で発掘調査成果を基に復元整備を行っています。

協　力 佐賀県立吉野ヶ里歴史公園

弥生の丘マルシェ

　今年も敬老の日に合わせ、町長が町内の最高齢者と今年度100歳を
迎える高齢者の元を訪問し、祝状と記念品を贈呈しました。現在、吉野ヶ
里町には100歳を超える高齢者が８人いらっしゃいます。
　皆さんこれからも元気にお過ごしください。

　今年も敬老の日に合わせ、町長が町内の最高齢者と今年度100歳を
迎える高齢者の元を訪問し、祝状と記念品を贈呈しました。現在、吉野ヶ
里町には100歳を超える高齢者が８人いらっしゃいます。
　皆さんこれからも元気にお過ごしください。

町内最高齢者（10月21日現在）
女性　小宮ヤツコさん（吉田・右上）
　　　大正２年９月生（103歳）
男性　井上正太郎さん（下石動・左上）
　　　大正６年10月生（99歳）

町内最高齢者（10月21日現在）
女性　小宮ヤツコさん（吉田・右上）
　　　大正２年９月生（103歳）
男性　井上正太郎さん（下石動・左上）
　　　大正６年10月生（99歳）
100歳到達者
　竹本　妙子さん（吉田・左下）
　大正５年９月生
　古川　ハマさん（永田ヶ里）
　大正６年３月生


